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京都大学経済研究所シンポジウム「新型コロナ政策を振り返る」 

 

（開催趣旨） 

 新型コロナウイルス感染症は、2020 年初から世界的に流行し、以降、感染拡大の抑制のため、緊急事態

宣言、まん延防止措置が取られ、人の移動が制限され、事業者は休業・時短営業などを余儀なくされまし

た。こうした措置は、過去の感染症流行や経済ショックと比べても社会・経済に大きな影響がありました。 

今般、新型コロナウィルス対応からようやく平時に戻りつつある状況下で、これまでの経過や政策対応に

ついて、様々な見直し・検証を行う一環として、京都大学経済研究所においては、政治、経済、倫理の専門

家として、新型コロナウイルス対応への発信をしてこられた４名の専門家の方々によるシンポジウムを企画

いたしました。その議事録と資料を、以下の通り記録としてまとめさせていただきます。  

     （京都大学経済研究所 先端政策分析研究センター 特定准教授 符川公平） 

 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

（議事次第） 

日時：令和５年６月 24日 14:00-16:30 

場所：京都ガーデンパレス葵の間 

当日プログラム・登壇者 

開会あいさつ  

  西山慶彦 京都大学経済研究所長・教授  

  第 1部 

基調講演①「新型コロナ対策の経緯」               （配布資料は、別添１） 

大竹文雄  京都大学経済研究所特定教授、大阪大学感染症総合研究拠点特任教授 

基調講演②「健康と自由のトレードオフ－経済学の視点」      （配布資料は、別添２） 

岩本康志  東京大学大学院経済学研究科教授 

  第２部 

パネルディスカッション「新型コロナ政策を振り返る～政治、経済、倫理の観点から」            

大竹文雄  京都大学経済研究所特定教授、大阪大学感染症総合研究拠点特任教授 

岩本康志  東京大学大学院経済学研究科教授 

待鳥聡史  京都大学公共政策大学院院長・教授 

児玉聡   京都大学大学院文学研究科教授 

閉会あいさつ  

  溝端佐登史 京都大学経済研究所特任教授、先端政策分析研究センター長  

 

司会     宇南山卓  京都大学経済研究所教授、先端政策分析研究センター副センター長 
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宇南山教授（司会） 皆様、本日はお忙しいところをご来場いただきまして、誠にありがとうございます。

ただいまより、京都大学経済研究所シンポジウム「新型コロナ政策を振り返る」を開会いたしま

す。本日の司会進行を務めます、経済研究所教授、先端政策分析研究センターの副センター長の

宇南山卓と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日のシンポジウムは、前半と後半に分かれておりまして、前半では京都大学経済研究所特定

教授、大阪大学感染症総合教育研究拠点特任教授の大竹文雄先生をお招きいたしておりまして、

ご講演いただきます。そのあと、東京大学大学院経済学研究科の岩本康志先生にもご講演をお願

いしております。後半は休憩を挟みまして、ご講演いただいた大竹先生、岩本先生とともに、京

都大学公共政策大学院院長・教授の待鳥聡史先生、京都大学大学院文学研究科教授、児玉聡先生

もお招きして、パネルディスカッションを行います。 

それでは、初めに主催者を代表いたしまして、京都大学経済研究所所長、教授の西山慶彦よ

り、開会のご挨拶を申し上げます。西山所長、お願いいたします。 

西山所長  ありがとうございます。ただいま紹介いただきました、経済研究所所長の西山慶彦と申しま

す。本日はこのシンポジウムに足をお運びいただきまして、誠にありがとうございます。京都大

学経済研究所を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

経済研究所は、京都大学の中に附置されております研究所でございまして、主に経済学の理論

的な研究を行っております。一方で、本日開催のメインになっております、先端政策分析研究セ

ンター、通称、CAPS と申しますけれども、この組織を作って、霞ヶ関で政策の現場に携わって

おられる方々に京大に出向していただきまして、政策研究を行っていただく組織を作っておりま

す。この組織は、もともとは政策研究一般でやっておりましたが、特に最近は地方自治体とも連

携して、いろんな形で自治体の中にある課題を一緒に考えて、それを経済実験、あるいはナッジ

と呼ばれるような取組によって、実際に解決していくというようなことを目指して研究を行って

おります。最近では京都市様と一緒に、風疹のワクチン接種を向上させるという取組をやってお

りまして、これを社会実装のかたちで社会に対して貢献していくことを目指しております。それ

以外にも、いろいろ課題があれば、解決のためのご協力を、そして我々にとっては研究にもなり

ますが、そういう取組をさせていただいております。 

この CAPS というセンターで大体、年間 2、3 回のシンポジウムを開催しており、実はもうこ

れで 30 回近くになります。今日は今年度初回のシンポジウムということで、新型コロナウイル

スの感染症のカテゴリーが 2 類から 5 類になったタイミングで、「新型コロナ政策を振り返る」

というテーマで開催いたします。 

今回はちょっとインタラクティブな会にしたいというふうに考えておりまして、会場の方には

受付でお配りしました、この QR コードですね。これを読み取っていただいて、端末でいろんな

質問、あるいはアンケートにお答えいただくというような形で進めてまいりたいと考えておりま

す。先ほどアナウンスもありましたので、恐らく slido のページは見ていただいているものと存

じますけれども、練習をかねてやってみて頂きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

私のほうから質問を出しますので、それにお答えください。自由にお書き込みいただければ結構
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です。 

最初の質問は、「今週は外出時にマスクをつけられましたか」。これに対していかがでした

か、お答えください。丸のところですね。ラジオボタンにチェックを入れていただいて、この緑

色の send というボタンを押していただければよいと思います。 

     （間） 

きましたね。「場面を絞ってつけた」という方が 35％、「ずっとつけた」方が 31％、「ほと

んどつけなかった」方も 17％、「全くつけなかった」、17％。大体 3 分の 1 ずつぐらいに分か

れたというような感じですね。私はあまりつけなかったですけれども、割と街中で見る感じなの

かなというふうに思いました。ありがとうございます。 

それでは、もう一つだけ、ご質問をさせていただきます。「2020 年以降、新型コロナにか

かったことはありますか」という質問です。「1 回かかった」、「2 回かかった」、「3 回以上

かかった」、「かかっていない」。 

大体落ち着きましたが、かかっていない方が 7 割、1 回かかった方が 3 割というぐらいです

ね。どうなのか、私はあまりよくわかりませんけども、疫学的にいかがなのか、4 割ぐらいはか

かってるっていうふうなことを聞いたこともありますけれども、ここにいらっしゃる方々は、そ

れに比べると少しかかっていないということでしょうか。どうもありがとうございました。 

また、のちほど、このシステム使ってアンケート、それから、ご意見いただくというようなこ

とをしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日、このシンポジウ

ム、4 時半までということで、少し長めになりますけれども、皆様に何か面白い、インサイトフ

ルなメッセージを発信できればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。あり

がとうございました。 

会場 （拍手） 

宇南山教授（司会） それでは続きまして、京都大学経済研究所特定教授、大阪大学感染症総合教育研究拠

点特任教授の大竹文雄先生より、『新型コロナ対策の経緯』と題してご講演いただきます。講演

に先立ちまして、講師の大竹文雄先生の略歴をご紹介いたします。大竹文雄先生は京都府生ま

れ。大阪大学で博士号を取得されております。大阪大学社会経済研究所教授、大阪大学大学院経

済学研究科教授を経て、2021 年から現職に就かれておられます。専門は労働経済学、行動経済

学でありまして、格差の実態と原因を実証した著書、『日本の不平等 : 格差社会の幻想と未

来』で、学士院賞、サントリー学芸賞、日経・経済図書文化賞などを受賞されているほか、新型

コロナウイルス感染症対策では、政府分科会の委員をお務めになられております。本日、最後、

大竹先生の著書のプレゼントもございますので、最後まで、ぜひご参加ください。それでは大竹

先生、よろしくお願いいたします。 

大竹教授  どうもありがとうございました。ご紹介いただきました大竹文雄です。『新型コロナ対策の経

緯』というタイトルでお話しさせていただきます。私が 2020 年の春から新型コロナ対策、最初

は専門家会議、それから新型コロナ対策分科会、あるいは基本的対処方針分科会への参加という

形で、政府の対策に関わってきたことを、私自身の経験を振り返るという感じでお話をさせてい
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ただきたいと思います。 

私は 2020 年の 3 月 19 日に初めて新型コロナウイルス感染症対策専門家会議にオブザーバーと

して参加しました。その時の印象は、世の中の危機感に比べて、専門家は強い危機感をもってい

た、というものでした。当時、新型コロナに対する世の中の危機感というのは、実はそれほど強

くなかった。実際、3 月 19 日では、まだ東京オリンピックの延期が決まっていない状況で、多

くの人は東京オリンピックが開催できるのではないか、という感じだったと思います。新型コロ

ナがあったとしても、まあ、夏までには何とかなるだろうという感じでした。ところが、私が

19 日に専門家会議に出ると、専門家の方々の危機感は相当なものでした。これは結構、長期に

わたると。夏まで収束というのは考えられないという感じだったので、相当驚いた印象がありま

す。そのあと、有名な芸能人が亡くなったということもあり、4 月になって緊急事態宣言という

かたちで、世の中の危機感が高くなっていきました。第一回目の緊急事態宣言が発令された頃に

は、当初の専門家の危機感と同じぐらいのことが世の中の人で共有されていったと思います。し

かし、3 月 19 日の時点では全然違ったと思います。私もそのときに専門家会議に出て衝撃を受

けましたが、大阪大学に戻ると大阪大学の経済学部で卒業生の祝賀会をやるかどうかを議論して

いる状況でした。「それは無理でしょう」ということを言ってもなかなか通じなかったことを覚

えています。 

それが第 1 回目の緊急事態宣言の頃ですが、緊急事態宣言が解除された後、第 2 波による感染

拡大が 2020 年 7 月から９月の夏に起こったわけです。第２波の時は実は感染者数は非常に多く

なって、テレビではかなりの危機感がいわれていたんですけども、医療担当者、あるいは新型コ

ロナ対策分科会（専門家会議から組織変更）に出ている人たちの危機感は実はそれほどでもな

かったのです。これは感染の中心が若者だということもあったのですけれども、医療関係者に聞

くと、もう夏ぐらいには医療者の間では新型コロナ感染症の治療法がある程度確立されていたと

いうことで、彼らの間ではそれほど怖い病気ではなくなっていたということがあったようです。

しかし、そのような医療者の状況は実はなかなか世の中には広まっていなかったと 1 年目の夏の

段階で私は思っていました。 

さて、第 1 波の時期に戻りますけれども、第 1 波の段階では、第 2 波の夏の段階とは違って治

療法が確立されていなかった。そして、今と違ってワクチンも治療薬もなく、新型コロナの病床

もかなり少なかったわけです。そこで感染対策の中心は、行動制限になりました。日本ではロッ

クダウンができないという法的な状況のもとで、緊急事態宣言中であったとしても感染対策強化

のための人々への行動変容を呼びかけるということが中心だったわけです。それが私、行動経済

学者として参加を求められた一番の理由です。マスクやソーシャルディスタンスなどの感染予防

行動を取ってもらうことをどうやって呼びかけていくのか、行動経済学的な知見を生かしたメッ

セージを考えるという役割です。専門家会議の頃は、提言文の文章を直接修正したり表現を提案

したりしていました。そのときに私自身の実証研究も明らかにしましたし、海外の行動経済学者

の研究においても感染対策を人々に取ってもらうのに効果的なメッセージは、自分の健康のため

というよりは周囲の人の命を守る、というものでした。緊急事態宣言が発出され、8 割削減とい
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うのが決まったときに、4 月 22 日の専門家会議の提言では、そのための呼びかけのイラスト、

あるいはメッセージの出し方というのも提言をしたりしたわけです。 

緊急事態が発出される前の段階では、オンライン授業やテレワークの活用がここまで進むとは

予想してませんでした。しかし、緊急事態宣言でテレワークが呼びかけられたことをきっかけ

に、私たち自身がビデオ会議システムがここまで進展しているという技術革新を知り、それが広

く活用されることになりました。新型コロナが社会に永続的な影響を与えたものの一つが、オン

ライン会議、テレワーク、オンライン講義の普及だったと思います。 

実は、第 1 波の緊急事態宣言のときに経済学者である私と私以外の圧倒的多数派である医療側

の委員の間での大きな意見の相違が２点ありました。第１点は、医療提供体制の充実についてで

す。経済学者である私は、行動制限ではなく臨時の医療施設を含めたコロナ病床の増設をするこ

とを優先すべきであるというのを強く申し上げました。しかし、医療側の方々は国民の行動制限

を主張されました。これは、医療提供体制の充実は直ぐにはできないということも理由でした

が、行動制限を重視するという意見が多数派を占めたことも緊急事態宣言が長引いた一つの理由

でした。 

それからもう一つの大きな対立は何だったかというと、第 1 回目の緊急事態宣言の解除基準で

す。4 月 7 日に 5 月 6 日までの期間で緊急事態宣言が発令された後、5 月 4 日に 5 月 31 日までの

延長を決めたのです。感染者数が減少していく中で、延長すべきかどうかは大きな議論になりま

した。具体的には、緊急事態宣言の解除基準をどうするかという問題でした。人口あたり新規感

染者数がどの水準になれば解除すべきかということが、専門家会議のメンバーで行われた非公開

の会議で議論されました。解除基準を考える上で、大事なことは第 1 回目の緊急事態宣が発令さ

れた理由を考えることでした。第１波の頃、日本の感染対策の中心は、クラスター対策というも

のが中心でした。当時、新型コロナ感染症は、感染してから発症するまでの期間が比較的長いこ

とから感染場所をすぐに特定するのが難しい中で、換気が悪い場所で人々が長時間、声を出すよ

うな交流がある場所で集中して感染が発生するという特徴から、集中して感染が発生する場所で

あるクラスターを感染者の行動を遡っていくことで特定化し、対策をするというのがクラスター

対策でした。そのためには、感染者の過去の行動を調べる必要があるのですが、その仕事をして

いたのが保健所です。しかし、感染者数が多くなりすぎると、感染者一人一人の行動を詳しく調

査していって対策をするのは不可能になりました。そうではなくて、どこに感染者がいるかわか

らなくなったので、人々の行動制限をして感染を拡大させなくするというのが緊急事態宣言が発

出された理由でした。したがって、行動制限によって新規感染者数をある程度減らし、クラス

ター対策で対応できるまで減らしていく、というのが緊急事態宣言の目標だったのです。第１波

の新規感染者数は、4 月から 5 月にかけて急激に減っていき、このまま行動制限を続けると新型

コロナ感染者数をゼロにできるのではないか状況になった。私自身はクラスター対策ができるレ

ベルまで落ちたら緊急事態宣言を解除すべきだということを非公開の会議で主張しました。しか

し、医療側の委員の中にはゼロコロナを目指したいという方々もたくさんいて、そこでかなりの

論争になりました。最終的には、クラスター対策が可能になる新規感染者数になれば解除という
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方針になりました。 

第一波の期間中に、新型コロナ感染症対応の医療提供体制が充実しなかった理由の一つは、当

時の法律と運用のギャップがあったと思います。緊急事態宣言の元になっている特措法の中に、

臨時の医療施設を設置することができるという規定があります。しかし、第一回目の緊急事態宣

言中には作られませんでした。それは二つ理由があると思います。一つには、臨時の医療施設の

設置についての運用について、各自治体で具体的な検討がされてなかったのだろうと思います。

法律に規定されているけれども実際できなかったのではないかと思います。もう一つは、これは

あとで岩本さんも、議論される緊急事態宣言の期間との関わりです。私自身の印象は、緊急事態

宣言の期間は１年というような長期で宣言し、その間に臨時の医療施設も作れるという法律の設

計だったのではないかというものです。そして、岩本さんが後で説明される 45 条に規定されて

いる人々の行動制限をより短い期間を区切って発動するという形で、緊急事態宣言中に、行動制

限をきつくしたり緩くしたりするような設計だったということを、特措法の設計に関わった人か

ら聞いています。ところが、緊急事態宣言は１ヶ月間という期間を区切った形で発令することに

なったので、臨時の医療施設というのはその間に作れるわけがないということになったのではな

いかと思います。これはその後改正されて、政府の対策本部が設置されている期間であれば、臨

時の医療施設を作れるという形に変わったわけです。 

今、第 1 波、第 2 波の話をまとめてお話ししましたが、第 3 波が 2021 年の 1 月に来ました。

2021 年 1 月 7 日に緊急事態宣言が発出されました。新型コロナ対策分科会では、いつ発出する

かということと同時に、発出されたらいつ解除するのかということを議論していました。これに

ついても、私は、感染が落ち着いたらすぐ解除したほうがいいのではないかという立場でした。

2020 年の 12 月末ぐらいに、東京大学の藤井さんと仲田さんが、新型コロナ感染と経済活動の関

係をシミュレーションするという分析を始められたということを聞き、彼らに緊急事態宣言の解

除基準をどの程度の新規感染者数にすると、経済活動への影響が小さくなるかというシミュレー

ションをお願いしました。そうすると彼らはあっという間に、このシミュレーションをして下さ

いました。ただし、彼らのシミュレーションは予想外の結果を示していました。彼らは経済学者

なんですけれども、緊急事態宣言は長くして、できるだけ感染者を落としてから解除すべきだと

いうシミュレーションを出されました。なぜそのような結果になるかというと、2021 年の春か

らワクチン接種が始まることが理由でした。ワクチン接種が始まったら感染は収まりますから、

それまでの間に感染者数を非常に低くしておくと総合的な感染者、あるいは死者が減り、早く経

済活動を回復できるということが理由でした。感染者数が多くなると緊急事態を再度発出する必

要が出てくるので、経済活動が長期に制限されるのです。ワクチン接種が近く始まるという特殊

な状況だったので、そういうことが起こりました。藤井さんと仲田さんも計算するまでは、その

ことに気がつかなかったとおっしゃっていました。 

新型コロナの第 4 波が 2021 年の 4 月から発生しました。これは特に、大阪で深刻な状況にな

りました。大阪府は府としてコロナ病床の割り振りを一括して行っていたので、比較的少ない病

床を効率的に活用していました。しかし、この時の感染の中心だったアルファ株の感染拡大のス



7 
 
 

ピードは、それまでの武漢株よりも速く、新規感染者数が急増したため、コロナ病床数が足りな

くなる状況になり、深刻な医療逼迫が生じました。大阪大学医学部附属病院の ICU はすべてコ

ロナ病床になるという状況が一時的に発生しました。その経験から、大阪府は重症病床の確保数

を増やしたので、第５波では深刻な状況にはならなったと思います。 

2021 年の夏には第 5 波が発生しました。2021 年の 4 月 12 日から 65 歳以上の高齢者にワクチ

ン接種を開始していて、７月末時点で８割程度の高齢者が２回接種を終えていた状況でした。し

かし、65 歳未満の人たちは、まだワクチン接種を受けていないという時期でした。この時に感

染拡大した変異株はデルタ株と呼ばれるものでした。第 5 波では、特に首都圏で医療逼迫が起こ

りました。第 5 波における緊急事態宣言は、東京オリンピックが始まったのは 7 月 23 日でした

が、それより 11 日前の 7 月 12 日に発出されました。実は、このときはまだ東京では感染者数は

それほど増えていませんでした。増えてなかったのになぜ緊急事態宣言を発出するのかというこ

とについては、オリンピック対策ではないかということを批判されていました。当時の私は、重

症化リスクが高い高齢者については、既にワクチン接種が進んでいたので、緊急事態宣言の必要

性を感じていませんでした。この時の緊急事態宣言の発出について議論する基本的対処方針分科

会に、AI シミュレーションチームの複数のシミュレーション結果、感染症の専門家による感染

者数の予測が出ていました。その多くが、緊急事態宣言がなければ、ちょうどオリンピックの頃

から感染拡大するというものでした。オリンピックの開催とは無関係に新型コロナの感染拡大が

予測されていたわけです。それで、そういう予測に基づいて感染者数が増加する前の段階で、予

防的に緊急事態宣言を発出したわけです。しかし、そういうことがなかなか社会にはうまく伝

わっていませんでした。それまでは、新規感染者数が増えてきたという状況になって、緊急事態

宣言が発出されていたのに、この時はそうでなかったためです。 

それから、そのオリンピックが 8 月 8 日まで開催されましたが、8 月の半ばに感染者数が多く

なって首都圏の医療逼迫が深刻になりました。当時、新型コロナ対策分科会の尾身会長は、医療

逼迫の解消を目的に、お盆に向けて人流 5 割削減を呼びかけました。しかし、実際には人流はそ

れほど下がらず、人流削減は目標に３割くらい足りませんでした。ところが、新規感染者数は急

速に減少していきました。第 5 波での経験は、人流そのものが感染と関係していないということ

でした。感染と関わるのは、人流ではなく、感染リスクの高い行動を人々が控えるかどうかとい

うこと、あるいはワクチン接種に効果があったのではないかということになります。この時の経

験をきちんと分析できていたならば、その後の行動制限にはもっと否定的な世論が形成された可

能性があります。 

そのあと、2021 年の秋には感染はかなり落ち着きました。この段階で政府対策本部を解散し

て、行動制限を撤廃することもできたのではないかというのは今では思います。 

そのあと、何が起こったかというと、2022 年の 1 月からの第 6 波です。オミクロン株という

変異株の感染が発生したのが 2022 年の 1 月からという形になります。このときは、緊急事態宣

言ではなく、2022 年 1 月 7 日からまん延防止等重点措置が発出されました。まん延防止等重点

措置の中心は、飲食店についての営業制限でした。私は、2022 年 1 月 25 日以降、基本的対処方
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針分科会で、まん延防止措置を延長および新規に指定するということに反対を続けました。なぜ

反対したかというと、オミクロン株というのは行動制限を課す必要があると合意できるレベルの

重症化リスクを持ってないということが、もうデータから明らかになっていたからです。さらに

は、まん延防止措置が医療逼迫を防ぐうえでそれほど効果的ではないということもわかってきた

からです。行動制限ではなく、もっと効果的なことに予算を集中すればいいのではないかという

のが私の反対理由でした。 

特に、新型コロナ感染症がまん延防止の条件を満たしているかどうかということについては法

律で規定があります。新型コロナ感染症について、「肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザよ

りも高い」ということが発出の条件として書いてあったわけです。しかし、実際にはオミクロン

株の重症化リスクは、その条件を満たしていなかったということが、当時のデータから明確だっ

たのに、まん延防止等重点措置をずっと続けたことは問題だったと当時も現在も思います。その

後もオミクロン株の重症化リスクや死亡率が季節性インフルエンザと変わらないというデータが

出てきました。緊急事態制限などの行動制限を可能にする新型インフルエンザ等特措法を適用す

る条件に、新型コロナ感染症の重症化リスクが季節性インフルエンザと比べて相当程度高いとい

うものが明確に書かれています。これは、基本的人権を規制するための条件を明確にするという

意味で重要な規定です。しかし、新型コロナ感染症の拡大を抑制するための行動制限を示す基本

的対処方針の中に示される新型コロナ感染症の重症化リスクに関するデータはオミクロン株のも

のになかなか変更されませんでした。デルタ株以前のデータだけが示されているという状況が続

いたのです。オミクロン株の重症化リスクが基本的対処方針に反映されたのは、2022 年の夏に

なってからです。その場合でも、季節性インフルエンザに比べると 60 代以上では少し危険だと

いう数字になったのです。この段階で、季節性インフルエンザより相当程度重症化リスクが高い

と判断するのは既に難しかったと思います。 

そこで、私は 2022 年夏のオミクロン株の第７波の重症化率のデータに基本的対処方針分科会

のデータを更新することを、2022 年の 11 月から、新型コロナ対策分科会、基本的対処方針分科

会で意見書で提出を続けました。様々な自治体が発表したデータから、オミクロン株の重症化リ

スクは、季節性インフルエンザとほとんど変わらないか低いということが、明確になってきてい

たので、それに変更し、特措法対象から外すべきだという意見書を出しました。 

2022 年 11 月 24 日の新型コロナ対策分科会でも同じような意見書を出して、早く最新のデー

タに変えたほうがいいと、主張しました。しかし、なかなか変えてくれませんでした。ただし、

政府から対策分科会で回答をもらいました。内容としては、新型コロナ感染症の重症化リスクに

ついては、厚労省において ADB（厚労省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボー

ド）・専門家との間で調整中なので、まだ時間がかかるということでした。なぜそれほど時間が

かかるのか、私は全然理解できませんでした。そう言われたので、私はもう一度、2022 年 12 月

9 日の新型コロナ対策分科会で意見書を出しました。データの更新が遅れてると国民の信頼とい

うのがなくなるので、早くデータを出すべきだということを申し上げたのです。それに加えて、

そういうデータ更新を遅らして行動規制を続けていることによって、私権制限によって、逆に国
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民の生命や健康に大きな影響があるということもあるということも意見書に書き、会議でも発言

しました。 

それでどうなったかというと、2023 年の 1 月 27 日の基本的対処方針分科会で、とうとうデー

タが最新のものに修正されました。この段階で、新型コロナ感染症は、季節性インフルエンザの

死亡率よりも低いということを明記されたわけです。明記されたと同時に、その日に感染症部会

が開催されて、新型コロナは新型インフルエンザ等感染症に該当しないから 5 類感染症に位置づ

けるべきだということが 1 月 27 日に感染症部会で決定されました。 

それで、2022 年 1 月 27 日の午前中に感染症部会があって、午後から基本的対処方針分科会が

あったのですが、この日の基本的対処方針分科会で、私はすぐに特措法対象の 2 類相当から 5 類

に移行したらいいと発言しました。医療提供体制に関わるものは移行に時間がかかるものは理解

できるが、行動制限についてはすぐに対応できるということを申し上げました。特にマスクなど

の感染対策の推奨を基本的対処方針の中で明記することを削除することについては、すぐにでき

るはずだと発言しました。特にこれは感染症部会で新型コロナ感染症は私権制限をするほどの感

染症ではないというふうに明確に方針が出たのだから、それに従って行動制限の部分というのは

削除しても良いのではないか、いうことを発言したわけです。 

そのあと、今度は 2022 年 2 月 10 日の基本的対処方針分科会で正式に新型コロナ感染症を 5 類

移行するという決定するというかたちになりました。ここの文章には、例えば、3 月 13 日から

マスク着用を個人の判断にするということ、学校におけるマスクについては 4 月 1 日から個人の

判断で卒業式はマスクを着用しないということを原則にするということが含まれていました。私

はこの 2 月 10 日の会議では、マスク着用の推奨を止めて、自由にするのを 3 月 13 日からという

ように時間をかけなくても速やかにできるのではないかという意見を申し上げました。これは特

に私権制限をしないということが重要だということなので、すぐに、権利制限にかかわるような

ことをすべきではないということを申し上げたわけです。これについて加藤大臣から、その日、

会議の中でお返事があって、これは混乱を起こすことを非常に懸念しているということで、ある

店だったらマスクをしなきゃいけない、次の店ではそうではないということで混乱、トラブルが

起こるので、そういうふうな統制をして、混乱を引き起こさないようにするために 3 月 13 日と

いうふうに決めたというのが大臣のお答えでした。 

最終的に基本的対処方針の廃止については 4 月 27 日に決まり、新型コロナ感染症は、5 月 8

日から 5 類感染症に位置づけられることになりました。よく 2 類から 5 類と言われるんですけ

ど、実は正確には 2 類相当から 5 類ということです。「相当」というのは重要な意味がありま

す。新型コロナ感染症が特措法対象であるので、政府が国民に対して感染者以外の行動制限をし

てもいいという状況になっていたのです。感染者の行動制限を規定する感染症法対象ではなく、

感染者以外の行動制限を可能にする特措法対象であることを示しているのが、2 類「相当」とい

う言葉の意味なのです。それが 5 類になったということなので、新型コロナが感染症法だけの分

類になったので、感染者以外の行動制限はなくなったというのが一番重要なポイントになりま

す。 
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感染症の場合、感染した人、あるいは感染者を減らすという目標もそうなのですけれども、私

権制限によって私たちが失うものもあるということを軽視してはならないのです。感染者数を減

らすことも、基本的人権を守ることもどちらも重要だという場合に、専門家の価値観だけでどれ

かを決めるということはできません。専門家というのは政府に対して選択肢を提示するというこ

とが重要ではないかということを、こういった議論を通じて私は改めて思いました。ところが、

ずっと新型コロナ対策で行われてきたことは、分科会でも一つの提言というのが出されて、それ

を国が採択するかという形だったのです。そういう専門家の関わり方というのは、少し問題が

あったのではないかというふうに私自身は今、振り返って思っております。少し時間超過しまし

たけども、私からの報告はここまでにしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございまし

た。 

会場 （拍手） 

宇南山教授（司会） 大竹先生ありがとうございました。それでは続きまして、東京大学大学院経済学研究

科教授の岩本康志先生より、『健康と自由のトレードオフ－経済学の視点』と題して、ご講演い

ただきます。岩本先生のご略歴をご紹介いたします。岩本康志先生は京都大学経済学部を卒業さ

れ、大阪大学で経済学の博士号を取得されております。京都大学経済研究所助教授、一橋大学大

学院経済学研究科教授などを経られて現職に就かれております。専門は社会保障と政策評価のご

研究で、ご著書、『健康政策の経済分析』で、第 60 回日経・経済図書文化賞を受賞されていま

す。また、新型コロナ問題が引き続いておりました 2020 年 4 月から 2022 年 3 月の間、医療経済

学会の会長もお務めになられています。それでは岩本先生、お願いいたします。 

岩本教授  ご紹介に与りました、東京大学の岩本でございます。本日は、『健康と自由のトレードオフ』

というタイトルをつけさせていただきました。なぜ経済学者が自由を語るのかということなんで

すけれど、先ほど大竹先生の講演にありましたように、コロナ対策の政府の会議では、医療関係

者と経済学者の対立が話題となって、一般には経済と健康の両立の問題として取られがちです。

けれども、私の考えとしましては、社会のより根幹にかかわる問題としては、感染症対策による

自由の制限が行われた、これがかなり深刻な問題ではないかと考えています。 

これは一つは倫理学上の問題ということで、今日、このあとパネリストとしてご登壇されま

す、児玉先生のご著書（『COVID-19 の倫理学』ナカニシヤ出版）を紹介しておりますけれど

も、経済学も倫理学の土台に乗っかったものですので経済学者も関心がございます。また、いろ

んな社会科学者や人文科学者が、今回の経験がフーコーが言った「生権力」が具体化されたと

いった切り口で議論されるようになっております。 

このフーコーの「生権力」ですけれども、かいつまんで申し上げますと、公衆衛生というのは

国家の健康への介入なんですけれども、これは全体主義的、そして温情主義的（パターナリズ

ム、あるいは家父長主義的と訳されますけども）な性格を帯びてきて、自由を抑圧するという弊

害が起こってくるのではないかというのがフーコーの言ったことであります。それが今回、

COVID-19 でわれわれが目にしたものではないかという議論がされております。現代の経済学も

自由主義社会を前提としておりますので、その視点から、この問題に何か貢献できる余地がない
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かということを議論させていただきたいと思います。 

それで、経済学はよく功利主義に基づくといわれるのですけれども、自由を功利主義のもとに

置きますと、自由を制限する利益と、自由を制限する不利益を考量して、自由の制限を決めるこ

とになるとかいう議論がされそうなんですけども、実はこれは、言ってしまえば間違った考え方

であります。そもそも自由主義と功利主義の合意事項は、自由が優先するということであって、

端的に言いますと、奴隷になる自由はないというものです。ところが、自由が優先されるという

ことであれば、自由の制限は許されなくなる。他人に危害を加える自由はないが、それ以外は何

をやってもいいのだという考え方が自由主義ということになります。 

ただ、感染症対策にこういう考え方を当てはめるのはどうかと考える方は多数いるのではない

かと思われますので、ここをどう折り合いをつけていくのかというのが表題に込めた問題意識に

なります。で、さまざまな方向性があります。一つの議論としては、玉手慎太郎先生のご著書

（『公衆衛生の倫理学』筑摩選書）を紹介していますけれども、感染症対策を感染症からの自由

というふうに位置づけて、自由と自由のトレードオフと捉える考え方がございます。 

ただ、私としては、自由ということが少し抽象的になりすぎて、なかなか操作可能でないの

で、どこまで議論できるのかなと思っています。経済学からアプローチするとすれば、利他的行

動として自発的に自分の行動を抑えるのであれば、外部からの強制は必要ないかもしれない。こ

の方向でどこまでいけるのかを考えたいと思います。また、日本のアプローチも、罰則も緩い状

態で、人々の自粛によって感染症対策を取ったので、これでどこまでできるかを議論していきた

いと思います。 

また、経済学は感染症の数理モデルに立脚して議論をしてまいりました。先ほどお話がありま

した、仲田泰祐先生と藤井大輔先生も、そういった分析をされている人です。経済学者から見ま

すと、疫学者が使用する感染者数理モデルに関して少し違和感がありまして、この疫学者のモデ

ルでは、接触――これは社会経済活動になるんですけれども――によって感染が生じる。感染症

対策は政策によって、この接触を抑制すると想定する。感染するのはテクニカルタームで宿主

（ホスト）というんですけれども、モデルの中に人間不在、自由不在のモデルのように感じると

ころがございます。 

経済学は、この疫学モデルに経済活動を追加することで、感染症対策の費用を考慮するのです

けども、同時に、自発的に予防行動を取るという人々の行動を考慮に入れることが試みられてい

ます。その範囲内で「健康と自由のトレードオフ」を捉えることができないのかという問題意識

がございます。この感染症対策というのは、人々が自発的に感染を予防する行動も含めると経済

学のモデルのほうでは捉えられて、それプラス公衆衛生的介入（Non-Pharmaceutical 

Intervention、あるいは非薬学的介入と訳される）が、政府がこうしなさいという形で強制するな

り、あるいは指導するといった対策、この両面で構成されるという考え方になってまいります。 

そうすると、この公衆衛生的介入が必要になる条件は自発的な感染予防では不足する場合とい

うことになります。すると、人々の自発的な感染予防の行動を理解しなければ適切な NPI（公衆

衛生的介入）というものが議論できません。これは経済学では「市場の失敗」と同じ論理構造を
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持っていて、市場経済に任せておくと何か足りない場合に政府が介入するということ、それを感

染症に関しても当てはめるのです。 

この「市場の失敗」の根拠としては、外部性で根拠づけられるものが公衆衛生的介入には多い

かと思います。外部性を簡単に定義しますと、経済主体の私的利害と社会的利害が乖離するとい

う現象です。感染症以外の例を取ると、例えば公害では、工場が汚染物質を排出することで周り

が迷惑をこうむるのでが、工場自体は周りの迷惑は考えないので、工場が汚染物質を排出すると

いう利害と、社会全体の利害が食い違うという問題です。また、交通における混雑では、車が 1

台道路に増えるとスピードが落ちる。自分のスピードも落ちるけれども、同時に自分の周りの車

のスピードも落ちるのですが、自分の車のスピードが落ちるということは考慮に入れて運転する

かどうかやどの道を通るかを選ぶのですけれども、周りの車のスピードが落ちるということは自

分には関係ないということで社会の利害と違ってくるという問題です。 

感染症のほうでは、他人に感染させることは自分のことではないので、無責任に他人に感染さ

せる行動を取ったり、あるいは、たくさんの人が感染すればそれによって医療資源が逼迫して多

くの人の生命に影響するということで、公害、混雑と同じ論理が感染症でも働くというふうに捉

えます。こういうことで、私的利害に任せておけば、感染症対策が不足するといった場合には介

入ということが正当化されるといった議論が経済学の範囲内では考えられます。 

ただ、外部性の解決手段としては、自由の制限（経済学の用語では直接規制）に限らず、ほか

の方法もございます。経済的誘因を与える、あるいは刑罰をつけるといったやり方（経済学では

ピグー税といいます）もありますし、もう一つは利他的行動（人々が自発的に他者のことを考え

て行動する）で外部性の問題が解決するということがございます。 

利他的行動がなぜ起こるかに関してはいくつかの理論があって、他人に迷惑をかけないという

ことを規範としてみんなが行動するとか、あるいは互酬という考え方、これは説明する時間がご

ざいませんので飛ばしますけれども、あとは利他的動機で、他人のことをそもそも考えて行動す

るんだというものがあります。 

利他的動機と利他的行動は微妙に違っておりまして、利他的の反対は利己的ですが、利己的動

機に基づく利他的行動もあるということで、少し範囲が違っております。 

そうすると、自由の制限を最小にして、場合によっては制限せずに外部性の解決を目指す道も

あるのではないかとも考えられますが、現実のコロナ対策では、残念ながらこのような道が目指

されていなかったように思います。そして、その中で自由の制限の濫用が発生したのではないか

という、私の問題意識を敷衍していきたいと思います。 

そこで法律の話に移りますが、自由というのが日本の法体系でどう位置づけてられるかを見ま

す。憲法と法律、日本で今 2000 を超えていますけれども、その条文に「人類」が登場するもの

は 28 ございます。憲法では前文と 97 条に登場しますが、97 条のほうでは、「基本的人権は、

人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて」、「侵すことのできない永久の権利として

信託されたものである」と基本的人権をうたっております。 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」――感染症法と呼ばれる法律で
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すけれども――の前文には、「人類」が 3 回登場します。2 番目の箇所では、「感染症を根絶す

ることは、正に人類の悲願と言えるものである」とあります。3 番目は、「感染症は、新たな形

で、今なお人類に脅威を与えている」という書き方をしております。 

感染抑制のための行動制限は、憲法の保障する基本的人権に抵触する部分がございまして、こ

れを、人類がそれぞれ登場する法律のほうで緊張関係があると捉えることができるかと思いま

す。感染症の専門家は、この感染症法の考え方を受けて、いろんな政策提言されていると思うん

ですけれども、安直に人類のために行動制限を法的に整備することを求めたりすると、これは憲

法のほうで基本的人権を尊重する立場の人間からは反発される。こういった緊張関係があると捉

えられます。 

それで、この法体系を受けて、実際どのように新型インフルエンザ対策特措法というのが作ら

れているかというと、特措法は憲法を尊重して、私権制限は最小限にならなければいけないとい

うことを第 5 条の方でうたっております。緊急事態措置は私権制限の措置ですけども、緊急事態

宣言を発出したとき、その期間とか区域を変更したとき、あるいはそれを解除するときは国会に

報告することが必要であるとしています。これは基本的人権を尊重することが守られているかど

うかを国会の方でコントロールすると考えたからかと思われます。 

ところが、COVID-19 の流行後に特措法が改正されまして、まん延防止等重点措置――「まん

防」と略されますけれども――が導入され、緊急事態措置とかなり近いぐらいの制限が取れる措

置になっております。場合によっては、この「まん防」だけで事業者が経営の危機にまで陥ると

ぐらいの強い制限でして、だから「まん防」を継続する、しないが、大竹先生が関係したかなり

焦点になった議論となったんですけれども、実はこの「まん防」は一切国会への報告規定はござ

いません。ですから、国会に何も言わずに、以前の緊急事態措置と同じぐらいの私権制限を行政

府のほうでできるという状態に、COVID-19 の最中になりました。 

次に、期間の問題にふれたいんですけれども、外出自粛の要請とか、施設の使用制限の期間

は、法律を作るときには 1〜2 週間と考えられていました。そのように、国会に政府が説明して

おりました。理由なんですけれども、季節性インフルエンザの潜伏期間が 1～5 日、発症から治

癒までの期間が概ね 7 日程度であることを踏まえ、概ね 1～2 週間程度の期間となることを想定

することが考えられるというようなことが、コメンタール（新型インフルエンザ等対策研究会編

集『逐条解説 新型インフルエンザ等感染症対策特別措置法』中央法規）に書かれております。 

ところが、実際には皆さんご経験のとおり、緊急事態宣言は最初に出されたものは当初、2020

年 4 月 7 日から 1 カ月、そのあと約 3 週間延長されました。それに、実は特措法に基づかない営

業制限とかも行われております。実は小規模な事業者は法律上はこういう営業制限はかけられな

いことになっていたのですけれども、自治体のほうで独自にやりました。だから、小規模飲食店

が特措法に基づかない営業制限でかなりダメージを食らったということになります。第 2 回は 2

カ月半ほど、第 3 回はもっと長いものでした。大竹先生からご説明がありましたけれども、緊急

事態宣言自体は最長 2 年、それから 1 年追加できると法律の文言にあって、実は長く緊急事態宣

言を出しても、45 条による措置自体は短い、1〜2 週間が最初想定されたんですけれども、なぜ
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か緊急事態宣言とこの措置の時間がリンクするようになってしまいました。そして、当初の 1〜

2 週間ではなくて、非常に長期間になったということでございます。 

じゃあ 1〜2 週間という説明がそもそも妥当するのかどうか。皆様ももしかしたら、これは変

だなとお気づきかもしれませんけれども、実は専門家もこれは変だなと思っていたようです。こ

れは特措法が制定された直後の 2012 年に、法律の肉づけとして政令を作るときに有識者会議で

審議がございまして、そこで田代眞人会長代理が質問をしております。会長代理ですので、事務

局サイドで会議を取りまとめる立場なので、暴れ馬のような形で事務局に文句を言う立場では恐

らくなく、かつ田代先生は新型インフルエンザのご研究をされている専門家として高名な方でご

ざいます。どういうことかというと、その 1〜2 週間の根拠を説明してくださいということに対

する政府側の説明は、先ほど申し上げたような説明をしています。田代会長代理は、それは患者

の話ですねというふうに言っていまして、制限を受けるのは患者だけではなくて一般住民でしょ

う、どうしてこれで一般住民の外出制限をすることになるのか、その根拠をお願いします、と。

政府側の説明はいろいろ苦しくなって、最後どうなったかいうと「公衆衛生的に言えば何か月も

やったほうがいいということになるかもしれませんけれども、法・社会的な側面から見ればそん

なに長々とやるわけにもまいらぬだろう、こういうバランスの上にこの条文というのはつくって

ございます」と。要は、根拠はないということです。結果、長引いた措置でわれわれは苦しみま

した。 

ということで、私権の制限は最初は限定されて、国会に 1〜2 週間ですという説明をして、そ

れならということで認められて、法律ができたとなったら、これは説明なので法律条文には書い

ていませんので、自由自在にどんどん制限が加えられたということに実際はなったということで

ございます。 

あと、最初のロックダウンのときには皆さん、かなり一生懸命頑張って協力してやってたんで

すけども、これが長く続きますとだんだん協力しなくなったということで、これは緊急事態宣言

の効果が弱くなったんじゃないか、と語られております。これも行動を理解するという意味で経

済学の考え方で解釈することができます。利他的な行動の費用が高くなれば、そういった行動は

取られなくなるというのが経済学的な考え方でして、1〜2 週間の営業自粛要請には応じられて

も、1 年間の営業自粛というものは、とてつもなく費用が高くなるので、いくら利他的に行動し

たいと思ってもできないということが考えられます。 

こういったことが起こったのではないかと思われますけども、そのあと政府は何をしたかとい

うと、効果が弱くなったということであれば、罰則を作って、もっと遵守するようにさせましょ

うといった方向に動いていきました。そうすると、これは政府が人々に関して敵対的になるとい

うことであって、あまりいいことでなく、人々も政府に対して敵対的になるという、互酬の関係

が生じてしまうという問題点があるのではないかと思います。 

この罰則の導入がされたのは 2012 年の法改正なんですけども、これは市民の協力を阻害して

社会的な秩序を毀損してしまうという問題があるのではないか。一つは、感染を隠すインセン

ティブを与えてしまうことです。要請に応じなければ罰則があるというんですけども、隠してし
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まって、そもそも要請がないという状態に持っていけばもっといいので、協力が得られなくなる

ということ。もう一つは、こういった罰則というのは利己的な動機で行動することを誘導するの

で、そもそも利他的な動機でみんなが協力してたんですけれども、そういう利他的な動機をクラ

ウディングアウトすることが起こってしまう、と昔から言われております。 

これは献血で言われている現象ですけれども、献血というのは全く自己犠牲のもとに成り立つ

んですけれども、これを売血にしてインセンティブを与えてしまうと、逆に血液の供給が落ち

る。利他的な動機で動いているところに利己的な動機を持ち込むと、利他的な動機が失われてし

まうという懸念がございます。われわれは危機的状況のもとでかなり秩序を保って要請に協力し

ていたんですけれども、これはある意味、日本の貴重な財産であって、地震とか台風とかの災害

が起こったときにも非常に秩序立って動く。外国であれば暴動が起こるような状況でも日本では

起こらないという、日本のある意味、貴重な財産を、利己的な動機がクラウディングアウトする

ことが懸念されます。 

こういった私の懸念ですけども、今現れたことではなくて、実はこの法律を制定するところ

で、そういった意見が国会のほうでも出されております。これを最後にご紹介します。舛添要一

議員が法律の採択の直前に、先進国の法の在り方として長期的に考え直したほうがいいんじゃな

いかと、法律の在り方自体に疑問を呈されておりまして、「お上が国民を管理してこうすると、

強制的なこうするという、こういう感じになっている」と言っております。実は舛添議員は、

2009 年に新型インフルエンザの騒動があったときの厚生労働大臣です。で、「三年前」これ

2009 年ですけれども「ゴールデンウィークのときでした。何も私、言っていません」。厚生労

働大臣として何も言っていないということです。「全員自発的にイベントをやめましたね。そし

て好き好んで外には出ていきません」と述べております。昔からこういった考え方はあったんで

すけれども、社会の体制としては違った方向に進んでいるという状況でございます。 

新しい感染症がこれから出てくるかも知れませんけれども、こういったフーコーの「生権力」

が憲法で保障されているはずの基本的人権をかなり侵害する形で展開されていることを、現にわ

れわれは目の当たりにしているということを申し上げたいと思います。以上でございます。 

会場 （拍手） 

宇南山教授（司会） 岩本先生、ありがとうございました。ただいまから休憩に入りたいと思いますが、若

干スケジュールが押しておりますので、休憩時間を少し短くさせていただきまして、予定より 5

分遅れになりますが、3 時 10 分に再開させていただきたいと思います。では、ただいまから約

10 分の休憩に入ります。 

 

（10 分間休憩） 

      

大竹教授  それでは時間になりましたので、これからパネルディスカッションを始めたいと思います。ま

ずパネリストを簡単にご紹介いたします。一番こちら側に座ってらっしゃるのが、先ほど基調講

演をいただきました、東京大学大学院経済学研究科教授の岩本康志さんです。 
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岩本教授  よろしくお願いします。 

大竹教授  その次、その向こうに座ってらっしゃるのは、政治学の専門家でいらっしゃいます、京都大学

公共政策大学院教授の待鳥聡史さんです。待鳥さんの専攻は比較政治論ということで、主な著書

に『首相政治の制度分析－現代日本政治の権力基盤形成』があります。サントリー学芸賞を受賞

されたということです。また、今回のテーマである新型コロナ政策について、政治学の視点で対

策の問題点を議論されています。 

それから、一番向こうにお座りの方が、倫理学の専門家の京都大学文学研究科教授でいらっ

しゃいます、児玉聡さんです。児玉さんは「パンデミックの倫理学」を京都大学オンライン公開

講座で 2020 年夏に実施され、ご存じの方もいらっしゃるかもしれません。その内容は、

『COVID-19 の倫理学』という本になっています。『正義論』、『マンガで学ぶ生命倫理』と

いった本のご著者でもいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いします。 

 そして、本日コーディネーターを務めさせていただきます、大竹文雄です。どうぞよろしくお

願いします。 

会場 （拍手） 

大竹教授  これからの進行ですが、最初の 20〜30 分間を目途に、私たち 4 人で自由に議論をしていきた

いと思います。まず会場の皆さんには、既にここに出ていますけれども、議論を聞いていただい

ている最中に、ご意見、ご質問というのを slido にお寄せいただきたい、あるいは、面白いと思

われた、ここのご意見に、いいねボタンを押していただくということをしていただければなとい

うふうに思います。そのご意見に基づいて、後半で私たちが時間の許す範囲で議論をさせていた

だこうと思いますので、ぜひ、いろんな意見をお寄せいただければというふうに思います。 

本日のテーマは、『新型コロナ政策を振り返る～政治、経済、倫理の視点から』ということ

で、まず、私のほうから、これまでのコロナの感染状況、対策の振り返りについてお話しさせて

頂きました。それから、岩本さんのほうから『健康と自由のトレードオフ』についてどのように

考えられるのかということを問題提起いただきました。 

まず、『健康と自由のトレードオフ』ということなんですけれども、待鳥さん、それから児玉

さんにお話を伺えればと思います。まず待鳥さん、強く記憶に残ることから始めたいと思いま

す。問題発生も間もない 2020 年 2 月末の段階で、国の政治的な意思決定が前面に出る形で、

小、中、高校の臨時休校が決められたということがありましたけれども、こうした政治的な意思

決定というのは、私たち国民も驚いたというふうに思います。にわかに正解がわからない今回の

ような問題に対して、政治はどういう姿勢で挑むべきか。トップダウンの意思決定に当たっての

留意点としてはどんなことが考えられるのかということについて、政治学の立場からお話しいた

だければと思います。 

待鳥院長  ありがとうございます。ご紹介に与りました、待鳥でございます。これは非常に難しい問いだ

と思います。一つには、2020 年の 2 月から 3 月にかけて、学校の一斉休校とか、布マスクの一

斉配布とか、政策判断として客観的に評価できるとすれば、あまり賢明な政策でなかったことは

はっきりしていると思います。 
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ただ、政治的な意思決定は、いわゆる客観的な妥当性とか正しさとかだけで決まらないところ

もあることも間違いありません。特に、この新型コロナのパンデミックの場合には、先ほどの大

竹先生のご発表の中にもありましたけれども、初期には二つの特徴がありました。一つは、どう

いう病気か全然わからなかったことです。治療法や、どういう対策が一番有効かについても、古

びた感染症の教科書を持ち出してこないとわからない、症例が蓄積されてから調べないとわから

ない、という状態でした。もう一つは、時間的にどのくらいかかるかについて、様々な認識

ギャップ、これもあとから見たら違っていたというギャップがいっぱいありました。 

初期にはそういう中で意思決定をするわけですから、ある種の危機感を共有するための政策と

か、安心感を共有するための政策が必要な場面があったのだろうとは思います。その意味では、

2020 年の 2 月、3 月、4 月といった時期における試行錯誤は、政策の内実がよくなかったことを

事後的に批判して検証する必要があると思いますけれども、やむを得なかった面があるとはいえ

ると思います。 

もう一つ指摘すべきなのは、問題はむしろそのあとで、第 2 波、第 3 波となっていったときの

ことです。ウイルスや病気の特性もわかってくる、治療法もある程度できてくるのに、情報の

アップデートがなかったり、あるいは、不確かなソースによって不確かな予測をしているものに

依存する傾向が出たりとか、こういう部分があったことも確かなんですね。時間がたつにつれて

もっと合理的な政策を検討して取っていく余地が広がっていったはずなんだけれども、必ずしも

そうならなかったとは思いますね。 

その意味で言うと、2020 年の 5 月ぐらいから後になると、もっと情報を集めて検討していく

余地があったと思います。しかし、このときに専門家と言われる人たちの使い方に、不十分なと

ころがありました。 

それは、専門家、イコール、医療、医学、疫学などの専門家という傾向が非常に色濃く出て、

あとの分野の人は素人考えだということになってしまったんですね。もちろんそうではありませ

んでした。長引けば長引くほど、社会経済的影響が大きくなるのですから、社会や経済の専門家

の知見を重視する必要が強まったはずですし、教育の専門家だって出番が必要でした。ところ

が、医療、医学の専門家以外の議論は素人の考えであって、素人が玄人を前にいろいろ言うなと

いう雰囲気がかなり長く続いたのが大きな問題点です。 

本来、政治的な意思決定においては、異なった専門領域から出された意見を、政治家がバラン

スを取って判断をする必要があります。しかし、実際には分科会なり何なりがブラックボックス

化して、大竹先生のご報告でもありましたけれども、そこから何か一つの案だけが外に出てくる

感じになってしまったんですね。そして、そのブラックボックスの中で圧倒的に医療、医学の専

門家が強いと。こういう状況になったのはよくなかったと思います。 

その意味では、もっといろんな立場からの専門家の意見が、もっと早い段階から、官邸なら官

邸に複数のルートで上がっていく仕組みを確立する余地があって、それができなかったのは今回

の大きな課題だと考えています。 

大竹教授  ありがとうございました。制度のアップデートもなかなかできなかったということなんでしょ
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うか。 

待鳥院長  そうですね。 

大竹教授  あとでまた議論したいと思います。ありがとうございました。それでは、児玉先生、日本でも

2020 年 3 月には特措法の改正、それから、4 月には第 1 回目の緊急事態宣言を発出して外出規制

を行ったわけです。今回のこうした規制、措置というのは、少し抽象化して申し上げますと、公

衆衛生のために個人の自由を制限したということ、これ、岩本さんも指摘されていましたけれど

も、どういった考え方のもとで、これは倫理学者として正当化されるのか。あるいはまた、自由

の制約にあたってどういうことに配慮すべきなのでしょうかということについて、少しお話しい

ただければなと思います。 

児玉教授  ありがとうございます。大竹先生と岩本先生のご講演の中でも少しあったかと思いますが、自

由というのが非常に重要な価値である一方で、安全というのも非常に重要な価値であるわけで

す。ですので、国がやることとして、市民の安全を守るということが重要です。今回、コロナ禍

でいろいろよくないことがあったわけですが、一つよかったなと思うのは、公衆衛生という言葉

が非常に広がって、公衆衛生の専門家という言葉がメディアで頻繁に使われたということです。 

公衆衛生というのは、日本語で言うと非常にわかりにくい言葉です。漢字も難しいですし、英

語ではパブリックヘルスと言えば何となくわかりますが、公衆衛生と漢字で書かれたらなかなか

わかりにくい。ただ、これは生命とか健康という非常に重要な価値を守る学問であり、実践でも

あるわけです。 

例えばですが、交通安全というのがあります。交通安全、例えば、酔っ払い運転は非常に危険

です。では、これも公衆衛生の一つのテーマだと思いますが、飲酒運転をなくすためにどうやっ

て市民の協力を得るのか。基本的には岩本先生のお話にあったように、自発的な協力を得るとい

うのが基本というか、望ましいと私も思っております。ただ、必ずしも皆さんが酔っ払わずに運

転していただけるわけでもありません。赤信号を歩く人もいれば、飲酒運転をしてしまう人もい

ますので、やはり、場合によっては規制が必要です。それが強制というものになります。どうし

ても人々の安全を守るために自発的な協力を得られない場合には強制が必要になってくるわけで

す。やはり、その強制もやりすぎると乱用等の問題がありますので、これをどこまで、どういう

かたちで規制していくか、どういうふうに強制を制限するかという問題があります。 

先ほど新型インフルエンザの特措法にもありましたが、そのときに一番キーワードになるのが

「必要最小限の制限」という問題です。これは公衆衛生のほうでも倫理学のほうでもいわれてい

ますが、例えば WHO のシラクサ宣言というのがあり、その中でも一番重要なのは、必要最小限

の制限という考え方です。英語で言うと、Least Restrictive Alternative というような表現があっ

て、LRA という言い方をしますが、必要最小限の人権の制限に留めるということが重要だろう

と思います。ただ、やはり今日、大竹先生や岩本先生のお話を聞いていて、必要最小限というの

はどの程度のものなのか、それを誰が決めるのかということが、政策立案の中で非常に重要だな

というふうに思いました。 

大竹教授  ありがとうございます。岩本さん、今、お二人から、待鳥さんのほうからは、専門家の範囲が
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狭くてなかなか制度的に情報収集、あるいは意思決定に政策提言をするルートというのもアップ

デートがなかなかされなかったんではないかというふうなことで、専門家の範囲が狭かったんで

はないかと指摘されましたので、その点について岩本さん、お話しをお願いします。 

岩本教授  専門家の範囲なんですけれども、これは感染症の性質によると思うんですが、最初、武漢で新

型肺炎と言われていたときに完璧な対策を取って、そこで終息していたら、そのあとの世界は今

みたいになっていなかったわけなので、そこでもし成功していたら、その利益はものすごい莫大

なものになっていたということは、皆さんおわかりかと思います。そうすると、その利益を得る

ために、あのときにものすごくコストをかけても、それはペイするという状態でした。新型コロ

ナに限らず、いろんな感染症があって、多くのものは対策を取って、制御されているので、そう

いうものはある程度の予算を渡しておいて、専門家のほうで決めて、それで抑えられるというこ

とで済んでいた。けれども、こういう形の呼吸器感染症が全世界に広まってしまって、社会的に

も経済的にも対策自体が大きな影響を持つ場合には、感染症の専門家だけに任しておいていいと

いうことはないというのが当然だと思います。 

ただ、それがほかの感染症対策のやり方と違うということが十分認識されないで、今までの感

染症対策のやり方でやってしまった。専門家に任せて、それで制御されていれば OK という形に

ならなかったので、ここは改めて考え直す必要があった。法律としても感染症法と特措法は別の

法律で、所管する官庁、大臣が違います。感染症法は厚生労働大臣の担当ですし、特措法のほう

は、内閣府特命大臣が担当ということになっています。特措法はかなり社会経済的な影響が大き

いので、これは感染症の専門家のみとか、それが大多数の意見に沿ってやるというのは、やはり

政策決定過程的にはおかしいのだろうと思います。逆に、社会科学と人文科学、その他社会経済

のことに視野を持った有識者が、むしろ多数派であって支配的であるというもとで、特措法関係

の対策に関しては議論する。もちろん感染症の専門的な知識が必要なので、その専門的な知識は

感染症の専門家から提供していただくという形の決め方になるべきであっただろうと考えており

ます。ですから、大竹さんが孤軍奮闘でやるのではなくて、感染症の専門家の方が孤軍奮闘で頑

張るという形で、逆の形が望ましいのではないかなというふうには思っておりました。 

大竹教授  確かに、私もそういう感じを受けてますね。こんなに広がって社会経済全体に影響を与えるよ

うな感染症になることを想定してなかったんだろうなというのは思います。で、分科会の中に基

本的対処方針分科会以外にも、社会経済分科会というのも本当はあったんですけれど、ほとんど

開かれてないというふうに思います。 

それから、感染もいろいろ想定外のところがたくさんあって、特措法の最初の頃は、新型イン

フルエンザで、確かに岩本さんが先ほどの講演でおっしゃった、大規模な、デパートなんかを止

めるというのは想定されていたんですけれども、飲食店で感染が広がるとかということは想定さ

れていなくて、されていないのにそこに規制を入れてしまうということをしました。かなり想定

してたものと違ったものが出てきて、それにうまく対応できるように、制度をうまく変えていく

というのは、政治的にはやはり難しいんですか、待鳥さん。あのスピードで何か想定外のことが

起こったら、専門家の範囲も変えて、ここの分科会を中心にしてというのを変えていくというの
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は、やはりかなり難しいものなのでしょうか。 

待鳥院長  理想的には変えたほうがいいんですよね。しかし、実体的にはかなり難しいというのは、おっ

しゃるとおりだと思います。というのは、結局は、分科会なり、政府官邸なり、内閣府でもいい

んですけれども、東京のどこか 1 カ所で決めて、それを次の日から全国で政策として実行できま

すかといわれると、そうではないですよね。社会にかかわる事柄なので、非常に多くの人が関与

しているわけです。そこで、例えば、お店を閉めるとかいうこともそうだし、交通機関とかもそ

うですけれども、みんな業界団体とかが入ってやっているんですよね。業界団体の人たちまで含

めた、非常に複雑なコーディネーションメカニズムの中で動いているので、一回作ったセットと

いうのを壊す、上を変えますというと、下まで波及するのにまたすごい時間がかかって、そのた

びごとにコーディネーションの微調整が必要になりますから、ものすごいめんどくさい感じなん

だと思います。それでアップデートされなかった。 

一例としてものすごく小さい話をすると、ハンドドライヤーとかはよくないからというので、

本当は関係ないと早いうちにわかってるんだけれども、今に至るまで止まってるところがある

と。めんどくさくて変えられないんですよね。アップデートできない。そういう問題が、あちこ

ちにあるんだと思います。そのときに、自分たちのとこだけサボってるからアップデートしてな

いと言われるのは嫌だから、もう全体アップデートしないでおこうかとなってしまう、そういう

メカニズムがある。 

つまり、すごく精巧に組み上げられた協力と協調のメカニズムは、逆回転したときには、も

う、全く動かなくなることにもつながるわけですよね。だから、そういう意味で言うと、実際上

はきっと難しかったんだろうなとは感じます。しかしやっぱりそうすべきだったとも同時に思う

んですけれどね。 

大竹教授  アクリル板はあんまり意味がなくなってきたと、エアロゾル感染が中心になって、それが意味

がないということがわかってきても、なかなかもう廃止していいですよというのは言えなかっ

た。これはみんなに買ってくれと言った手前、なかなか責任問題になるからとかというのも聞い

たこともありますけれども。やはりそこは、そういう無駄なことを続けるというのをやめるよう

な仕組みというのを、そういう意味ではエビデンスをもう少しうまく生かしていくというのは重

要かなというふうには思いました。 

それから、もう一点、児玉さんのほうから、岩本さんの議論の中であった、自発的な協力とい

うところにだけ期待をしていても、それだけで十分でない場合があるんじゃないかというご議論

をいただいたんですけれども、この点について、岩本さんいかがですか。 

岩本教授  まずは期待して、それで努力して、それでも足りなければ、そのあとにという順番だったと思

うんですけども、いきなり強制が始まったような印象があります。というのは、政策の決定にか

かわった人たちが自発的な協力のほうにあまり重きを置いていなかったのかなという気がして、

それは何かと遡っていくと、疫学のほうで考えられているモデルだけでなく、疫学の考え方の中

にそういったものの効果への信頼があまり含まれていなかったという印象を受けました。 

大竹教授  だから、人は強制しないと思うように行動してもらえないと。 
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岩本教授  言ってしまえば、緊急事態宣言を打って、その効果が出るということしか念頭にない。緊急事

態宣言を打たなくても、その前に感染が流行すれば、みんないろいろと行動を控えることは現に

起こっていて、実は緊急事態宣言の前に、もう既に感染がピークアウトしたように見えていた。

ただ、そういうことは一切無視して、緊急事態宣言の効果を見る形でやっていました。で、第 1

波が収束したときに、政府のほうで第 1 波を振り返って効果をまとめたものがあるんですけれど

も、そこでは小池都知事の会見が出て、それが効果があったらこうなるという形でまとめて、内

生的な予防行動を全然検証していないので、実際、そういうことは考慮されていないというふう

に思います。 

大竹教授  ということですが、児玉さん、特になにかありますでしょうか。 

児玉教授  一つは、政府の要請みたいなものがいったい本当の罰則つきの強制と同じなのかという問題が

あります。人によっては政府が要請しているから、法律で罰則があるのと同じようなかたちで強

制と考えた人もいるように思いますし、一方で、けど別に本当に罰則があるわけじゃないから、

外出自粛といっても、別に鴨川で遊んでいても大丈夫だと思った人もいるでしょう。なかなか、

きれいに強制と自発性というか、強制か自由かというのがはっきりしていなかったところもある

と思います。私はそこには少し欺瞞的なところというか、いんちき臭いところを感じるところも

あります。 

あと、もう一つは、もちろん公衆衛生においても強制か自由かというのは非常に大きなテーマ

ですが、むしろその中間も考えないといけないのではないかという議論がなされていると思いま

す。要請というのも、ある意味ではそうだったと考えてもいいのかもしれません。何を言いたい

のかと言うと、今日、行動経済学等でもいわれている、大竹先生も専門家であるところの、ナッ

ジのことです。つまり、強制をするわけじゃないですけれども、例えばマスクを公共の場ではつ

けるような選択肢を、人々が進んで選ぶようなかたちで制度を作っていくといった発想です。 

ですので、これは今後も考えるべき非常に大きなテーマです。公衆衛生的なことを考える際

に、あからさまな強制を行うのか、あるいは個人の自由に任せるのか、あるいは、その中間で、

ナッジのような政策を取っていくのかということをしっかり考える必要があると思います。 

大竹教授  ありがとうございます。確かに、日本の場合、緊急事態宣言でも市民への行動というのは協力

要請というのがほとんどで、罰則は、先ほど改正されて、休業要請に従わなかった飲食店とか、

そういう形になっているわけです。私は、行動経済学を使って、これについては研究をしてきま

した。確かにいろんな呼びかけで、一番効果的だったのは、社会規範とか、利他的なメッセージ

だったのですが、問題点もやってみてわかりました。それは、社会規範型のメッセージによって

社会規範が変わったあと、それを元に戻すための強いメッセージというのが必要なんですね。そ

れが全然なされてなかったので、一度変えた社会規範をどう変えていくのか、難しい。これは、

法律だと比較的簡単だと思います。ここまでしないとだめだと法的に規定されていたものを、そ

の法律を変更してそれをしなくてもいいですよとするのは明確で簡単です。しかし、社会規範

で、ナッジ的なもので行動が変わったときに、ここから先は自由ですよと言っても、みんながし

ている状況が変わらない限り、なかなか戻らないというところが大きな課題です。ナッジを使う



22 
 
 

んであれば、政府のほうも、それを変えるということをうまく、またナッジしていかないといけ

ない。そこが、感染対策強化という導入のときは行動経済学的アプローチをうまく使ったけれど

も、出て行くときにうまくできてないというのは感じます。その点、岩本さん、いかがですか。 

岩本教授  一旦、変えた規範をまた元に戻す、それが頻繁に行われるというのは、やはり無理だと思うの

で、出口の戦略がうまくできていなかったことが問題だろうと思います。最初、かなり深刻だと

いうことで対策が取られたんですけれども、そのあとどうなるのか、どういう形で収束するの

か。コロナがなくなってしまうことが考えにくいとして、持続的に残って我々は一緒に暮らして

いくといった状況を見据えたうえで、そこまでの深刻な状態をどうするかという考え方にならな

かった。経済学ですと、そこを最後まで考えることを、動学モデルをやるときやるんですけど

も、それがなかったということが、かなり課題を残して今に至っているのかなという印象がしま

すね。 

大竹教授  どういう状況で出口戦略というのを、そもそも出すか出さないかというところでも議論になっ

ていましたね。出口を考えるだけで、私は感染症の人たちからいつも怒られていたんですけど、

私は出口戦略を早く示したほうがいいと主張していました。いついつになったら大丈夫そうだと

言ったら今は我慢するというのは経済学者の考える人間像なんです。しかし、感染症の方々は、

いついつになったら行動制限を緩める出口があると言うと、今から感染対策が緩むんだというふ

うに言われました。随分、考え方が違うなというのは思います。どっちの人間像、まあ、どっち

もあると思うんですけれども。でも、やっぱり出口がはっきりしていたら、あと 1 カ月後に必ず

大丈夫と言われたら、今は頑張るというのが、多数派ではないでしょうか。多分、1 回目の緊急

事態宣言のときに、皆さん、すごく感染対策一生懸命やったのは、まあ、1 カ月ぐらいだろうと

思ってたからなんですね。あれ、最初から 3 年やりますと言われたら、おそらく、みんな、あん

なに一生懸命対策してなかったと思うんですよ。 

もう一つのパターンは、3 年以上これだったら、もう早くその習慣に慣れないといけないとい

うのでやる人もいるかもしれないので、ちょっとそのあたり、どういうふうに見通しを示してい

くのかというのはなかなか難しいところなんですけれども、今後そういうことがあったときに

は、出口をどう見せるかというのは、やはり大事かなというふうに思います。 

ということで、ここまでいろいろ議論してきましたけれども、会場からの意見が 22 個もきて

いますので、多分、全部できないかもしれないんですが、いくつか議論していきたいと思いま

す。一番人気の質問が、「今、第 9 波という報道がなされています。しかし、コロナ対策として

の検証が政府マスメディアからは報道されていないように感じます。これだけいろいろな方面か

らの損失があるにもかかわらず、あまりにも不十分に思いますが、より一層の政府への提言が必

要ではないでしょうか」。これは恐らく私の解釈ですが、第 9 波と騒ぎすぎじゃなかという議論

ではないかなと思うんですけれども、この点について、岩本さん、回答をお願いします。 

岩本教授  遡って 2020 年から全体の、落ち着いた検証が必要だと思いますが、学術的にもしっかりやら

なきゃいけないとなりますと、まだまだこれから少し時間をかけてやらないといけない。われわ

れ研究者のほうでは、まだ研究が進んでいないところもございますので、これからしっかりやっ
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ていくということが、大事になってくるのかなと思います。今、警戒しなければいけないのは、

政府が自分たちのやったことを正当化する形で強引にまとめてしまって、それを検証と名づける

という形のものです。それはしっかりチェックをしたうえで、あとはこれから出てくるいろんな

形の研究を踏まえて冷静に、よりいい形の検証ができあがってくるのじゃないかというふうに期

待しています。 

大竹教授  待鳥さん、何かありますか。 

待鳥院長  基本的には、あんまり違わないんですけれども、二つぐらいつけ足すと、一つはやっぱりメ

ディアが果たした役割がありますね。特にテレビだと、最初 2020 年の 3 月、4 月ぐらいから、

ずっとこの 5 月まで毎日全国のコロナ感染者数や重症者数の増減が出る。しかし、オミクロン株

が主流になってから、つまりもう 22 年ぐらいから後には、明らかに体調が悪いけれども、病院

に行ったって解熱剤ぐらいしかくれないんだから行かない、といういわゆる暗数がたくさん発生

しているのは明らかなんですね。にもかかわらず、あの報道される人数が一人歩きして、あれを

出すのをやめることに対してものすごく抵抗するわけです。 

日常に戻るというのは、やっぱり報道の対象にはならないので、よく言われる言い方ですけど

も、犬が人間にかみついてもニュースにはならないけれど、人間が犬にかみついたらニュースに

なると。そういう類いのことであって、異常事態のほうがニュースバリューがあるわけです。地

方自治体あるいは地方政治家、つまり首長さんたちですね、この人たちの行動や言動にも似たと

ころがあって、とにかく異常だ、警戒だ、という発言の方が注目されますし、政治家としての得

点にもなる。対応が長期化する中で、異常さや危なさを強調しすぎることがもたらすバイアスに

対して、情報を出す側も、受け止める側も、あまりにもナイーブだったとは思うところです。 

あともう一つは、政府の対応ということで先ほども少し言及したんですけれど、やっぱり複数

の時間軸の中で、評価をしてあげることがとても大事です。というのは、コロナのパンデミック

のように、3 年とか 3 年半とかという単位で、対応、対策が続かざるを得なかったのは本当に難

しいケースだと思います。しかも、それがどれだけ続くのかの予測も困難でした。そういう場合

には、短期的にうまくやったかどうか、一個一個の政策判断がよかったかどうかと、中長期的に

うまくやれたかどうかは、別の尺度で測ってやらないと評価できないですね。 

短期的な一つ二つの具体的な政策立案なり、政策決定というのが、あるいはその内容がよろし

くなかったので、全部間違っているという類いの議論がよく出るんですけれども、そういう議論

の仕方だと、こういう難しい事柄に取り組む意欲は誰も持たなくなってしまう。そういう意味

で、長い時間軸と、今、具体的にやってることの短期的な適切性を、別の尺度でどうやって測っ

てやるかということも、考える必要があるかなと思っております。 

大竹教授  ありがとうございます。岩本さんのほうからしっかり研究をしなきゃいけないとのことでし

た。評価するのには時間がかかると、特に人文社会系の研究というのは、データが出てくるのが

時間かかるというのもあるので、そのマイナスの側面というのをしっかりエビデンスとして出す

には時間がかかっていくという側面があります。感染者数そのものは、感染系の方はすぐに出て

くるので早く進みやすいのですけれども、社会経済、人文社会科学の方は、時間がかかっていく
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という点は重要です。 

そういう意味でも時間をかけて、そこが実は学術研究と政策研究の違いでもあるのですけど

も、私がその分科会に出て議論する場合は、その時その時の情報でできるだけ早く出さなきゃい

けない、厳密性を犠牲にしてでも、方向性を出していくということが重要なんですけれども、や

はり学術的にしっかりしたものというのは、正確なものを時間をかけて作っていく。それが多分

今後の評価につながって、最後にまた議論したいと思いますけど、次回のときにどういう対応を

するのがいいのかということのサジェスチョンにもなるのかなというふうに思います。だから私

達の研究も、渦中でやっていく政策研究と学術研究というのは、違うかなというふうに思いまし

た。我々としては、そういう回答かなというふうに思います。 

二つ目、これも人気の質問なんですけど、「今回のシンポジウムは医学系、薬学系の研究者が

参加してないじゃないか、参加してはどうか」というものです。なぜ文系だけにしたんだという

ご批判だと思うんですが、今、申し上げたとおり、散々といったら申し訳ないです、今までの議

論というのは、医学系の方々が主導的にされた。それは我々が必要としていた情報が特にそうい

うところに多かったというところもあるかもしれない。だけど、これからは時間をかけて、やっ

ぱり社会にどんな影響を与えていたのかということをしっかり考える必要があると思います。あ

るいは自由とトレードオフをどう考えた方がいいのかということを、渦中ではなくなってきたと

いうふうに私たちは今、思っていますから、改めてそういう場で人文社会科学系の研究者という

のは、こういう議論をしてはどうかということです。もちろん医学系の方を排除しているわけで

はありません。 

もう一つ、私たちの反省点というのがあります。人文社会科学系の研究者は、実は今から考え

ると非常に有益な知見を持っているわけです。例えば、「自由とは」ということについて倫理学

の専門家もそうですし、政治プロセスあるいは法律で、これはこういうことをしていいのかとい

うこと、あるいは経済学者もそうですけれども、そういう知見を持っているにもかからず、あま

り自分たちがすぐに役立つという感じじゃなかったのです。それは多分、先ほど岩本さんがおっ

しゃったところですね、両方お二人おっしゃいましたけど、当時の状況だと、別にすぐ我々が何

かしなくても、医学的に公衆衛生の考え方で抑え込めたらそれでいいから全力的にやるという状

況までは、必要なかったということだったと思います。それがそのあと、それだけではなくなっ

たという場面で、あまり人文社会科学系の研究者が表に立って議論する機会もなかったし、なか

なか自分たちがそのまま実は重要な役割を果たせるという自覚がなかったんじゃないかというと

ころもあります。ですからこういう場で、実は十分貢献できるのではないかということを議論し

たいという、そういう反省も含めてパネリストとして今回は人文社会科学系でまとめてみたとい

うことです。 

三つ目の会場からの質問があります。これは岩本さんに質問ですね。「公共の福祉と個人、法

人等の自由や権利は、憲法学などでも重要な課題で、公害問題や個人情報の扱いなどたくさんの

事例や判例などがあると承知していますが、今回の新型コロナに関して他の事例等と異なる特徴

や課題があったとお考えでしょうか」。いかがでしょうか。 
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岩本教授  経済政策全般で、公共の福祉のもとに制限が加わるというものはたくさんあります。公害もあ

りますし、環境、安全規制というものもたくさんあるんですけれども、全般的に新型コロナ対策

と比べると弱く、それによって企業が存亡の危機に追いやられるような強い対策というのは取ら

れていないと思います。今回のコロナ対策は、この強い形で取られているということに加えて、

この議論をされているときに、政府の人間も経済を止めるとか言うんですね。これはちょっと驚

きまして、いろんな経済活動の制限を加えることはあるんですけども、他の分野で経済を止める

と言っていることを聞いたことは、私はございません。いつからそんな計画経済だか、統制経済

かわからないところに突入したんだというふうに思った次第でして、それが今日のテーマでかな

り厳しく言っているところにつながります。 

営業を止めるという例では、同じ厚生労働省の所管で食中毒を出した場合に、飲食店が営業停

止になることは、皆さん聞いたことはあると思いますけれども、その場合でもせいぜい 3 日とか

4 日とかです。過失があって、しかも因果関係が明確であって、それでそういう罰則が取られる

ということなのですけども、それに比べるとコロナのほうは随分強力な制限になっています。因

果関係もある意味わからない。要するに普通に営業していたら、そこでコロナにかかる人もいる

だろうから、1 年間、営業するなとか言われるので、果たしてこれが制限の措置として――必要

最小限というお話が児玉先生から出ましたけれども――妥当であろうか。他の制限と比べて格段

にきついものが特措法に基づいています。ですから特措法というのは、そういった意味では法律

の中で異質、非常に強力なもの、ある意味、危険なものではないかと思っております。 

大竹教授  ありがとうございます。次に人気の質問、「超過死亡が 2022 年以降大幅に増加しています

が、これに関しては、どう考えられますか」。私たち医学者じゃないので、難しいところはある

のですが、私の個人的見解ですが、これは分科会の人たち、あるいは厚労省のアドバイザリー

ボードの人たちの中では、一つは感染して、あるいは症状が少ないけれども、血液系の疾患にな

る、あるいはということがあるのではないかという議論が一つあります。だから報告されてる以

上に、疾患のせいではないかというのが一つの立場ですね。もう一つは、感染対策が行き過ぎて

いて、運動不足やストレスになって、その結果、亡くなっている方、高齢者が非常に多いわけで

すね。だから介護施設等で、さまざまなストレスや、あるいは運動不足ということで、人との接

触がないということで、かえって死亡が増えている可能性というのは、もちろんあると思いま

す。これも今後、科学的に分析していかないとわからないということです。 

この超過死亡の話は難しいですよね。1 年目 2020 年は、超過死亡がマイナスだったわけです

し、そのあと増えていっているというところをどう解釈していくのかというのは、難しい問題か

なと思います。ただもう一点は、これあとで議論出てくるのか忘れましたけども、出生等にはマ

イナスだったわけですから、それも含めて考えていくと、いったいどちらが重要だったのかとい

うのも、もう一つの議論かなというふうには思います。私たち医学の専門家でもないので、ここ

については、これ以上答えられないかなというふうには思います。ただ重要な問題なので、科学

的に経済学者としても検証できるところは検証していきたいなというふうに思っています。 

次、「日本よりも個人主義が強く、人々の自由への要求が強いと思われる欧米民主主義国で
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ロックダウンのような日本よりも強い自由制限を行われ得るのは不思議に思いますが、どう理解

すればいいのでしょうか」。これは児玉さんではないでしょうか。 

児玉教授  ありがとうございます。私も 2020 年の 3 月ぐらいまでイギリスにいたのですが、そこにいた

ときに武漢がロックダウンしました。中国ならロックダウンも政策としてあり得るかなと思った

のですが、その次、イタリアでロックダウンが始まって、私が帰ってすぐにイギリスもロックダ

ウンしました。それを知って、本当に例外的といいますか、想像を超える措置を取ったなという

ふうに思っておりました。これには様々な理由があると思うのですが、アジアではそうじゃない

かというと、皆さんご存じのように、台湾や韓国も非常に強い罰則つきのいろんな制約をつけて

いたので、日本がかなり特殊なのだろうと思います。 

それは一つには、政府に協力するという文化もあるのだろうと思います。もう一つは、やはり

予防接種法も含めて感染症に関する法律というのが、非常にある意味で、弱腰になっているとい

うところがあると思います。なぜかといいますと、予防接種等の副作用や健康被害が発生し、国

が感染症関連の集団訴訟に負けて以降、その予防接種法等が改正されて、基本的には予防接種は

全部強制力がないもの、つまり努力義務になっています。ハンセン氏症の問題もあったので、人

権を守らなきゃいけないという考え方は非常にいいとは思うのですが、そのような発想が非常に

強いので強制的な措置がほとんどなくなっていたということがありました。今回、緊急事態宣言

等もあったのですが、やはり強くは強制できないという枠組みが日本ではあったかと思います。

その一方で、例えば韓国とか台湾等では、SARS とか MERS といった感染症が少し前にあって、

警戒が強いというのもあったのだろうと思います。ですので、今から見れば単に中国だけでなく

て、ドイツとか、イギリス、イタリア、フランスも含めて、有事と平時の切り替えのような考え

方があったのでしょう。やらないといけないときには、ある程度の人権の制限も仕方ない、つま

り感染症制圧のためには仕方ないという発想がやっぱりまだ強く残っていると思います。 

日本が今後どうするかという問題があります。2009 年には新型インフルエンザがメキシコか

ら始まって日本でも広がったわけですが、そのときは幸い大したことがなかったということで、

ある程度、練習問題だと言えたと思います。今回も練習問題なのか、もし今後、さらにたくさん

の人が死ぬような感染症が出たときに、今回と同じ対応で大丈夫なのかというのは、非常に大き

な問題だと思っております。それも含めて先ほどお話にあったような事後検証、そして感染症対

策に関しての制度の改善というのが、必要になってくるのではないかと思っております。 

大竹教授  ありがとうございました。日本の場合は努力義務規程で、これ言ってみたらナッジなんです

ね。何の罰則もないのに、みんなが従うと。これでかなり効果がある国というのは日本だってい

うので、それで岩本さんにはあとで聞きたいと思いますけれども、そういう自発的なもの、ある

いは社会規範でかなり動くという国の場合に必要で、禁止規定という形でやらなくてもいいとい

うことはあったのかもしれないなというのは思います。ところがそれであんまり動かない国、非

常に個人的な自由が非常に重視されている国だと、ナッジは全然そういうのでは効かないという

のであれば、罰則つきでやらないといけないというのが違いがあったのかなという気もしますけ

れども、岩本さん、いかがですか。 
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岩本教授  大竹さんのほぼおっしゃるとおり、ほぼ私も同意しております。なので、つけ加える必要があ

るのかなと思ったのですけど、政治学のほうではどう考えられているのか。例えばポピュリズム

の影響があるのかとか、あるいは過去のファシズムの影響を引きずっているのか、そのあたりど

うお考えでしょうか、何かありますでしょうか。 

待鳥院長  日本で政府が権力的に何か人々の行動を禁止してしまうとか、抑制してしまうことに対する抵

抗感が強いのは、一つはやっぱり戦前、戦中の経験があって、政府が何か人に強制するのはよく

ないという考えが、ある種の社会規範化しているとは言えるんだと思います。 

一方で、社会の中にもやっぱり権力があるわけですよね。つまり、人が個人として望まないこ

とを、第三者からの介入によって変えさせるのが権力現象なので、そういう現象は、そのルーツ

が社会だろうが国家だろうがあるんですね。で、それをどこから出すかの問題なんです。人々の

間に、協力するという気持ちがあるんだったら社会がルーツであっても別にいいだろうし、なけ

れば国家がルーツでやらざるを得ないという仕分けになるんだと思います。 

ですから、存在していた、あるいは行使されていた権力の総量は、日本だろうがヨーロッパだ

ろうがアメリカだろうが、あんまり変わらないんだと思うんですね。ただ、そのルーツといいま

すか、あるいはどこに起源があって、どういう手続きで権力として使われているのかが違うと。

あとはもう評価の問題になるんだと思うんですね。 

だから私などは、どこがルーツかわからない権力はちょっと気持ち悪いと思うんですけれど

も、そう思わない方もたくさんいらっしゃるのだと思います。ですから、人々の自由への要求が

強いところでロックダウンが行われたのはなぜか、というお尋ねに対しては、むしろ社会的に

ルーツがよくわからない権力行使に従うのは嫌だと人々が考えたかどうかによるのでしょう。あ

とは、公的な権力に基づいて、つまり法制度的に実施されるものは、まさに先ほどの区切りの話

として、ここまででやめないといけないとかといったことを、はっきり最初に決めるわけです。

あるいは延期するときも、すごく手続き的に厳格にやる。しかし、社会的なルートでの規制はな

かなか変わらないので、出口戦略を考えるのはもっと難しくなる面もあるとは言えるかなと思い

ます。 

大竹教授  なるほど、ありがとうございます。次の質問いきましょうか。「トップダウンで間違いを犯し

たときに、どうやって是正するのか。日本の是正機能は弱ってしまったのか」ということなんで

すけれども、これはやっぱり待鳥さん、いかがですか。 

待鳥院長  日本の是正機能が弱ったかどうかはなかなか難しいんですけれども、トップダウンだろうがボ

トムアップだろうが、間違うことはあるんですね。政策決定は問題集を解く行為とは全然違って

いて、やってみたこと自体が新しい現実になって状況が変わっていくとか、そういう類いのもの

ですし、何よりも未来に対する行動であることも含めて、決めて実施する段階では何が正解かは

わかってないことが大きな特徴です。試行錯誤が必ずあるということなんですね。 

この試行錯誤のプロセスで大事なことは、代替案とか、あるいは違う考え方というのをたくさ

ん持っておくことなんです。どなたか一人、下のほうの質問でおっしゃっているんですけれど

も、政治学者とか経済学者に正解が出せると思ってるのかって、すいません、思ってませんとい
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うのがお答えなんですけども（笑）、正解出せるとは思ってないんですが、少なくとも医学とか

疫学の人と違うことを申し上げることはできると。違うことを申し上げることはできるので、そ

の答えもとりあえず頭の片隅に置きながらやってくださいということなんですよね。それで、医

学や疫学の専門家の方針がうまく行かなかったら、経済学や教育学の専門家が言っていることも

よく聞かないといけないとお考えになるとか、それは政治家がなさることだと思います。 

それで、ちょっと長くなるのですけれども、過去の 3 年間で思ったことは、例えば尾身会長の

ような人は、ものすごく優秀な公衆衛生の専門家で、だからご自分の中でそのバランスを取るん

だと思うんですよね。それに基づいて政府に対して助言をされる。政府はそれを採用するわけで

すけど、そうすると、一人の中では違う考え方がバランスされてるんだけれども、政府全体から

見ると一つの考えを聞いたというスタイルになってしまうので、これはちょっと難しいところが

あったと思うんですね。 

どちらかというと、私は、ものすごく極端なことを言ってみんなにボコボコにたたかれてしま

うような社会科学者とか医学者とかが、どいつもみんな信用ならんなみたいな状態の中で、政治

家にそれぞれの立場から、ある意味で言うと極端なことをオファーするぐらいのことがあったほ

うが、プロセスとしての透明性は上がると思います。そして、その方が、多元的な意思決定とし

てはよくなって、結局は間違ったときに直しやすくなる。何なら、やっぱり極端だったからねと

言えるということですね。そういうふうな試行錯誤のプロセスは必要で、それは特に、先ほどか

らの繰り返しになるんですけれど、対策が長期化してきたときには必須だったはずなんですが、

そういうふうにならなかったのだと思います。 

大竹教授  なるほど。私も少し講演の中で触れたんですけれども、やっぱり尾身先生の立場というのは、

専門家、分科会が言うことが政策に採用されるべきであるというのが非常に強かったので、採用

されやすいものをワンボイスとして政治的に出していって、採択される確率を最大にするという

のが考え方だったかなというふうに思います。ですから、経済学者の発言とかというのはそのワ

ンボイスの中になかなか入らなかったというのが実際のところだと思います。そこの意味で、だ

から、複数の人たちの意見が常にあるというのを、政策オプションを常に用意しておくというこ

とが大事だったと思いますね。ただ、一方で、とんでもない意見ばっかり出てくると、みんな信

用されないんで、そこが難しいところかなというふうにも思いますけれども、そんなふうに思い

ました。 

「いいね」の数が同じ人気の質問が３つあります。一番早く質問をいただいたものから選びま

しょう。1 時間前に提案された。「自由の制約についてお話がありましたが、ワクチン接種の義

務化についてはどう考えられますか」。これ、岩本さんいかがですか。 

岩本教授  現在、予防接種法のほうで、公費負担であって、政府が推奨して、一番よく普及してるワクチ

ンは、例えば麻疹ワクチンですね。これを例に取ると、ワクチンの効果はてきめんです。この会

場の中にもし 1 人麻疹の感染者がおられると、全員が多分、麻疹ウイルスを吸うんですけれど

も、ワクチンを打っている方は全員感染しないで、ワクチン打っていない人だけが感染すること

になるというくらい効果がはっきりしています。 
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新型コロナウイルスだと、ワクチン打っている人、打っていない人もどちらも感染するという

ことで、これだけ差がある。個人から見ると、ワクチンの効果はあるので、無料であるなら個人

の判断でワクチンを打ちましょうかという人が相当数いて、それで集団免疫が達成されるという

ことであれば、そこに強制は要らない。それでかなりうまくいっているとなれば、それ以上、自

由の制約というのは必要ないということで動いている。そうでないものに関して自由を制限して

義務化するというのは、逆に政府が効果がないもの、あるいは安全でないものを押しつけるほう

にいくのではないかなと思っておりますので、現状、個人の判断で納得して打てるほどの効果と

安全性が保障されているワクチンであれば、義務化の必要はないと考えていいのではないかと

思っています。 

大竹教授  ありがとうございます。児玉さん、倫理学の立場から何か、この点については。 

児玉教授  基本的に岩本先生がおっしゃるとおりだと思います。日本ではワクチンの義務化は行われな

かったのですが、海外では、いくつかの国では義務化が行われました。そうした国々において

も、義務化の対象が国民全体という場合と、例えば政府の役人だけとか、医療従事者だけ義務化

というのがあったわけですが、先ほどあったように、自発的に予防接種に行って、それで集団免

疫等が確立されるのであれば義務化は必要ないと思います。 

また、ワクチンを義務化するということについては、コロナ以外についても同様ですが、政府

に対する、強制されることによる不信というのもやはり出てきます。この点は難しいところなの

ですが、ワクチンを忌避する人々というのをどうするかというのが感染症では大きな問題になり

ます。一方では、ワクチンを強制することによって、そうした忌避がさら悪化する可能性があり

ますので、やはりそこで重要なのはリスクコミュニケーション等であり、適切な情報を提供して

自発的に接種しにきてもらうことだと思います。 

ただ、問題は、いつまでたっても本当に集団免疫等が達成されなくて、例えばさっきの麻疹の

ように、問題になってしまう場合にどうするかということはあろうかと思います。ワクチンの義

務化について、最終的に義務化するかどうかというのも、やはり一つ大きなテーマではないかな

と思っております。 

大竹教授  ありがとうございます。じゃあ次の質問にいきたいと思います。 

次は、「医療の専門家の意見が重視され、社会経済の専門家の意見が世の中に取り上げられな

かった背景」で、要するに社会経済の専門家が努力不足じゃないかと。研究成果の社会への普及

に努めてこなかったと。そして市民にその価値が浸透していなかったからだと。だから、「平時

から狭い学会で活動するだけじゃなくて、社会との意思疎通、普及に努める必要があると思いま

すがいかがでしょうか」、という意見です。 

それから似たような意見が他にもあって、下のほうに、「今回の新型コロナ対策に関する社会

経済的な影響を考えていく際に、経済学や政治学の研究者が役割を果たしづらかった原因は何だ

とお考えですか」と。「敢えて厳しく妄想すれば、政治のリテラシー欠如、それから政府の構造

的な問題、学者が学者としていることにとどまり社会に向き合う方が少ないなどの三重奏あたり

か」というふうにおっしゃっていて、最初のほうの方は経済学者だめじゃないかということで、
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2 人目の方は、経済学者もだめかもしれないけれども政治のほうにも問題があったんじゃない

か、少しわれわれとしては安心するようなところもあるんですが。 

会場 （笑） 

大竹教授  どちらも努力不足と言われればそのとおりですが、努力はしてるんですが、なかなか難しい。

それは、私は経済学者というか、アカデミズムと政策研究の間に若干違いがあることがあって、

先ほど岩本さんもおっしゃったとおり、やっぱり学問的に研究していくには時間がかかっていく

ということなんですね。で、こういう、政策に一番、このときに必要な情報をタイミングよく出

すというのと、通常の学問研究というのは随分ギャップがあって、かなり違うものなんですね。

それで、経済学者の多くというのはやっぱり、通常の学問でそういうふうに厳密に、しっかりし

たものを専門家向けにわかるようにやるということを仕事にしていると。ところが、政策研究は

もっと、その政策に間に合うように研究をしていて、そして厳密性は少し犠牲にして、間違った

ことは言ってはいけないわけですけれども、そういうことが非常に重要なんですけれども、そこ

がなかなかうまくできてないところというのは、もちろん学者の方にもあるかなと思います。 

だから、学会としては、政策研究、社会的に重要な研究をタイミングよく出すことというの

を、もっとインセンティブをつけて評価していくということをやっていかないと、社会からやっ

ぱり役に立たないんじゃないかと思われてしまう。3 年後にこのときこうだったと言われても、

後の祭りだと言われる。で、次に役立ちますよと私たちは言うんですけど、それはもう手遅れだ

とかというところがあるので。 

会場 （笑） 

大竹教授  それはおっしゃるとおりのところがあります。だから、そこはアカデミズムとしてはやっぱ

り、ちゃんと政策研究に、私たちは社会に貢献するということをやっていかないといけないとい

うのを、もうちょっと促進することを埋め込んでいくと。そして大学なんかもそういうことをあ

る程度、促進するということが必要かなと思います。 

日本経済学会は、実は一生懸命やりました。コロナワーキングというのを作って、委員長が岩

本さんだったんですけれども、岩本さんのもとで、日本の経済学者がコロナについてどんな研究

をしているかというのを情報公開をする。そうすると、経済学者がこういうことをやることとい

うことの価値を見いだす、あるいはネットワークを形成できて、研究を進めるということができ

ました。私、紹介した仲田さんと藤井さんの研究というのも、その中で、こういう研究者がこう

いうことをやっているというのがわかって、政策に直接反映させていくというプロセスにはつな

がったんですね。だから、そういうことを各学会がやっていくということは、必要だったと思い

ます。日本経済学会はそういうことを多分、今までやったことはなかったと思いますね。だか

ら、そういうのは、おっしゃるとおりと思いますので、努力していきたいなというふうに私個人

は思っております。そのくらいですね。 

次は、「パンデミックだけではないと思いますが、時間の経過とともに得られる客観的なエビ

デンスと国民や社会が求める情報との間にタイムラグがあると思います。その際に政治、霞ヶ

関、専門家が無理をして答えてしまうと、自分事で言える範囲や内容を超えてしまい、それがあ



31 
 
 

とになって問題になったり、不信を増大させている印象があります」。これは、そこが難しいと

いう話ですね。岩本さん、何かこの点について。 

岩本教授  タイムラグがあるのが、やっぱり感染症対策の大きな課題ですよね。健康に関する問題、感染

症の流行の状況というのはリアルタイムに近い状態で情報が与えられるけれども、その対策の費

用とか弊害はかなり長期に及ぶ。 

例えば長期間マスクを子どもが着用することによって、その子どもの認知能力とか育成にどう

いう影響あるのかというのは、これからまだデータを観察して明らかにしなきゃいけないことと

になるので、これは事前に科学的、客観的にはわからないものですよね。ただ、やはり今までと

違う育ち方を子どもがするという本能的な危機感といいますか、それは皆さん共有すると思うん

ですけれども、それをどうやって伝えるのかというのはなかなか難しい問題になってくる。 

経済活動を止めるということに関しての違和感というか懸念といいますか、そういったものを

どうやって伝えるのか。かたや、データを集めて数量分析して出してきている、かたや、そう

いった形の、ある意味、散文的な懸念を表明すると、科学的な手続きの積み方が全然違うものに

なっている。ですからエビデンスが遅れるんですけれども、現在起こっていることに関しては、

専門家が感じることは、その発信の仕方が難しい。言ってしまえば、ただ自分勝手に意見を言っ

ているだけということになってしまうので、この問題は確かにその通りといいますか、解決策と

いうのはすぐには見つからないなと思いますけれども。何かありますか。 

大竹教授  そうですね。やっぱり専門家が社会に向けて発信する、あるいは政策決定者に向けて情報提供

をするときの仕方というのは、今回の経験を踏まえて、もう少し進歩していかないといけないな

というふうには思いますね。不確実な情報であれば、不確実性というのをきちっと提示して、そ

のうえで判断してもらうようにするというふうなことも必要かなというふうに思いました。 

まだまだ答えなきゃいけない質問たくさんあるんで、答えていきたいんですけど、ちょっと時

間が足りないので、一問だけちょっと言い訳させていただきたいのが、「経済学者や政治学者に

医学的判断ができないのではないか、なぜ経済学者に正しい判断ができると思うのか」。賛成さ

れている方が 5 人いらっしゃるので。これは、お互いのことについてというよりは、自分たちの

専門について、専門家はその範囲で意見を言うと。で、最後、だから私、講演のところで少し飛

ばして申し上げたんですけれど、政策目標にはいろいろあるわけですね。感染者の数を減らすと

いうこともあれば、社会経済活動を維持したい、あるいは自由を確保したいというふうな価値観

はさまざまあるわけです。それで、こういう政策したらどうなりますというところについて、そ

れぞれの専門家が意見を言う、あるいは学術的な立場で計算して予測を出す、政策効果を示すと

いうことは、それぞれの専門家がすればいい。で、別に私たち経済学者が医学的なことについ

て、この感染症はどうだっていうことを言うわけじゃなくて、この対策をしたら経済的にこんな

ふうな影響がありますよということは私たちが言うと。で、そういう情報を総合的に集めて判断

するのは価値観に依存するので、専門家が判断するんではなくて、政治、民主主義のもとで判断

するべきではないかということを申し上げたいということなんですね。だからそこは、感染症の

何か細かいことまで、いや、この感染症は大したことがないからどうしろということを私たちが
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そう強く言うわけではなくて、むしろその対策によって失われるものはこれだけあるんですよと

いうことを示して、それでどうするかは民主主義的に決めたほうがいいんじゃないですかという

感じです。価値観に踏み込むようなところまで専門家が言い過ぎたところが少しあるんではない

かということを、私たちは今日、申し上げてきたということです。 

ほかにも非常に答えたい重要な質問があるんですけれども、時間になってきたので最後に本日

のまとめということをしていきたいと思います。今回のコロナの経験を踏まえて次にこういった

パンデミックが起こるという場合に、改めて将来への教訓として、専門家というのは社会に向け

てどういう役割をしていくべきか、政治学、経済学、人文学の役割は何かということで、それ

じゃあ政治学からいきましょうか。待鳥さん、岩本さん、児玉さんの順番でお願いします。 

待鳥院長  ありがとうございます。政治学とは何なのかがそもそも多くの人にわかっていただいていない

ように思うんですけれども、基本的にはものごとの決め方のことを考えるのが政治学の大きな役

割です。そういう観点から言うと、先ほどから何回も言及していることですけれど、今回のパン

デミックでは、やっぱり決め方のところにいくつかの課題が残ったかなとは思っています。 

特に、途中から繰り返し申し上げたように、学術的にいろんな立場があって、いろんな種類の

専門家がいる。その専門家の立場から見ると、その専門領域における正解は確かにある。しか

し、それは、政策としての正解とはちょっと違うんだと、こういうコンセンサスができないま

ま、何となく 3 年たった感じが私の中ではあります。 

ですから、どこまでが制度で、どこまでは意識の問題なのかはいろいろ切り分けが可能ですけ

れども、今申し上げたようなことを認識したうえで、できるだけいろんなタイプの正解、専門家

の情報や知識をきちんと政府の中に、先ほどの大竹先生とか岩本先生のお話とも関係するんです

けれど、インプットするメカニズムを作っていくのかが一つ、今後の課題かなと思います。その

ときにおそらく、このコロナの経験は生きてくるんだと思うんです。 

私たちがこんな嫌な思いを 3 年間したんですから、それが何も残さないのはあまりにさみしい

と思いますが、私の立場からはこのようなお答えになろうかと思います。以上です。 

大竹教授  ありがとうございました。それでは岩本さんお願いします。 

岩本教授  われわれ経済学者から見ると、高度な経済活動を営むうえでは財産権が安定しているというこ

とが大事だと考えております。私有財産制のもとでは、我々が努力して新しい価値を生み、所得

を獲得すれば、それが財産として保護される。そういうものがなければ誰かに奪われてしまうの

で、誰も頑張らない。それが経済活動の根本にあると考えております。それで、今回このコロナ

対策の方で、財産権、特に企業の営業権だとか、あるいは、広く言えば基本的人権にかなり制限

が加えられたということで、これが長期的にも経済に影響がある可能性がございます。特に飲食

店なんですけれども、こういう形で、もし次パンデミックがあったらまた長期間にわたって営業

制限が行われるとなると、そもそも飲食店をこれから始めようという人は、そういうことも考え

るとなかなか開業に踏み切れない、あるいは飲食店もそういうリスクを抱えて営業するとなれ

ば、もっと高いランチ、ディナー料金を取らなきゃいけないと思っていました。けれども、意外

と現在、飲食店を新しく開業しているところがあって、飲食店って実は開廃業は非常に頻繁に起



33 
 
 

こっていて新陳代謝が大いにある産業なので、飲食店がそういうことで今後、衰退するなんてこ

とはないかと思いますけれども、ほかの産業はそうもいかないかもしれません。 

例えばもう一つ、深刻な影響を受けたのはライブエンターテインメント産業で、これが劇場が

閉鎖されるとかがあったのですけれども、リベンジ消費を頑張っても、劇場が閉まったものはも

う戻らないということでダメージがあって、新しくパンデミックが起こったときに、そこでまた

激しい制限が行われるということを予期すると、それが財産権のある意味侵害になるので、新規

の活動が阻害されるといった問題が起こってくるということが、経済学者から見た場合に考えな

きゃいけないこととしてあるかと思います。 

そうすると、財産権を安定化させるということは、仮に権利の侵害が起こったとしても、それ

は事前に国会でしっかりと議論をして、統制をかけて、その範囲に抑えるということが大事に

なってくるんですけれども、それがかなり裏切られたという経験を我々は今、持っているという

状態だと思います。 

ということで、これから新しい病原体がきて、新しいパンデミックがくるかもしれないという

恐れはあるんですけれども、それは現在、目に見えない恐れですけれども、全体主義につながる

ような権利侵害を実際政府が進めてしまったということと、それを支持する専門家集団もいて、

そういった権利侵害が起こる余地が現に目の前にある。これは今ある危機と言っていいと思うん

ですけれども、そちらのほうも真剣に捉えて、考えなきゃいけないなと思っております。以上で

ございます。 

大竹教授  ありがとうございます。それでは児玉さんお願いします。 

児玉教授  ありがとうございます。政治学、経済学に比べて人文学というのは範囲が広く、私の文学部は

もともとは「哲史文」といいますように、哲学、文学、歴史学があるわけですが、今は、社会学

だとかいろいろあるので、その全部を代弁しようとすると多分、明日大学に行ったら怒られると

思いますので、哲学だけに限ってお話ししたいと思います。やはり、哲学というのはもともと根

本的な問題を問うというところがあると思います。ですので、なかなかメディア等や政治家等が

問えない問いというのは、やはり哲学がちゃんと問題にしていくべきなのだろうと思います。 

すでに議論になりましたように、個人の自由の制限というのはどこまで許されるのかという

テーマや、今回問題になったトリアージにおいて高齢者が後回しになってよいのかという問いも

やはり問うべきだろうと思います。 

防災との関係もありますが、最悪の事態というのをどこに想定して対策を立てるのか。前回、

新型インフルエンザウイルスの場合はそのあとに反省があり、その検証も 2011 年頃になされて

いたのですが、そこでも想定されてなかった規模のものが今回きたのだと思います。すると、次

はさらに深刻なものがくると想定して、色々つらい選択も含めて考えておくべきなのかというよ

うなこともあろうかと思います。 

また、有事の倫理と平時の倫理というのはどういう関係にあるのかとか、そういった問いも非

常に重要な問題としてあると思います。日本は非常に防災先進国と呼ばれていますが、防災と災

害と感染症とがどういう関係にあるのかといったことも、次回に備えて考えておく、必要があろ
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うと思います。待鳥先生もおっしゃっていましたように、会場の皆さんも含めてたくさんの方が

思っていると思いますが、今回の COVID の検証というのをどのように行うのかということ、そ

してしっかり評価して次に生かしていくということが非常に重要だと思っています。 

大竹教授  ありがとうございます。私からも一言だけ。専門家としてどういう役割を果たしていくかとい

うときに、先ほど申し上げたとおり、私、最初、専門会議に入ったときに、経済学者のいろんな

知見をもっと生かしたいと思いました。思ったんですが、経済学者の誰がどんな研究をやって、

この COVID-19 の対策について協力してくれるのかということが全くわからなかった。誰も今ま

でそんな研究している人がいなかったわけですから、こういうことに協力してくれる人というの

がいるのかいないのかさえわからなかったのです。そこで岩本さんに協力してもらって、経済学

者のネットワークを構築するということをしたわけですけれども、ただ、随分時間がかかりまし

た。だからそういうときに、今後、各学会とも素早くこういうネットワークを作って、そして情

報提供を社会に向かってできるような体制というのを作っていくというのは、非常に重要かなと

いうふうには思っています。 

ということで、本当はもっといろんな議論をしたかったんですけれども、ここまで、時間が

ちょうどまいりましたので、これでパネルディスカッションを終わりたいと思います。どうも皆

さんありがとうございました。パネリストの皆さんに盛大な拍手をお願いします。 

会場 （拍手） 

大竹教授  ありがとうございます。 

宇南山教授（司会） 大竹先生ありがとうございました。それでは、プログラムの最後に、私ども先端政策

分析研究センターのセンター長、溝端佐登史より閉会のご挨拶を申し上げます。 

溝端センター長 主催の京都大学経済研究所、先端政策分析研究センターのセンター長、溝端でございま

す。本日は多数ご来席いただきまして誠にありがとうございます。 

まず、何よりもシンポジウムの基調講演をいただきました、元同僚と、現同僚と言うほうがい

いんでしょう、大竹文雄先生と岩本康志先生、どうもありがとうございました。また、パネル討

論は京大のほかの部局から、待鳥聡史先生と児玉聡先生にお入りいただきました。大変貴重なお

話を伺うことができました。お礼申し上げます。 

コロナになって 3 年半で、日本人は熱しやすく冷めやすいとも言われますので、こうした催し

にもなかなか集まらないのではと危惧しておりましたが、今回大竹先生のご著書の効果もあっ

て、たくさんの方においでいただきましたことを本当に感謝しております。 

まず私のミッションを一つ、先にやっておかなければなりません。いつもは紙の形でアンケー

トをお配りするのですが、今日は slido を使わせていただきます。そこで本日最後の質問をお願

いします。「今日のシンポジウムはわかりやすかったですか」。ご回答をお願いします。 

どうもありがとうございます。9 割ぐらいの方が、皆さん非常にわかりやすかったということ

で、いい情報、知見いただいたと理解しております 

今日のテーマは、政策を振り返るというもので、大竹先生が特にそうですけれども、政策の現

場にいた方々にお話を頂いたと考えております。岩本先生、討論の待鳥先生、児玉先生も、新型
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コロナ感染症に対して随分発信されてきたと認識しております。そういう意味で、現場から非常

に重要な知見をいただくことができたと思います。 

新型コロナ感染症にはエックス線効果があると言われますが、エックス線で社会の悪いところ

を診ることができると言われます。今日のお話はまさに日本社会のあり様についても随分指摘さ

れたと思っています。岩本先生の方からの利他的行動をどのように現代社会で見るのかというの

もそうでしょう。待鳥先生から「面倒くさいの連鎖」という言葉を使われましたが、日本社会が

いわゆる強制に遭遇したときにどういうふうな対応を取るのかという点も、コロナ感染症のなか

で日本社会の特徴が非常に色濃く出たんじゃないかと思います。大竹先生のお話から、制度を変

えるということがいかに日本社会の中では難しいのかというのも、このコロナ社会における「実

験」の中で得られた答えだったと言えるかもしれません。日本社会が新型コロナ感染症の中で変

わるのかどうかというのは別問題ですが、社会、制度の変化に関し、非常に考えるべき点がみな

さんのお話から浮かんできたんじゃないかと考えております。 

今日のお話からもう一つ、ご登壇の皆さまに共通して指摘されたのは専門知、専門家という言

葉ではなかったかと思います。経済学者に医学的なことを語る権利があるのかどうかにまで及ん

だように思います。専門家が何らかの形で発信するということは非常に大事なことは間違いあり

ませんが、それをどういうふうに行政に、さらに社会に、政策の中に生かしていくのかは非常に

大事なことなのですが、逆に非常に難しいと思います。専門家は非常に狭い範囲の中で、自分の

知見の中で言いたいことを言うが、それをどのようにして社会のビジョンの中に収めていくのか

が問われており。このことは価値観を問われているのかもしれません。その意味では、今日の議

論の中で、皆さんの中で、私は違うと思われたり、先生方とは逆のことを思われた方もおられた

かもしれませんが、私はそれもまた正常な反応ではないかと思っています。 

CAPS（先端政策分析研究センター）のミッションというのは EBPM（エビデンス・ベース

ト・ポリシーメーキング）、すなわちエビデンスに基づいて政策を立案するということですが、

それは同時に、専門知とどういうふうに折り合いをつけるのかとかかわります。その際に、待鳥

先生から、試行錯誤をどういうふうに繰り返すのかが指摘されたように思います。つまり、いか

に立派な政策だと私たちが考えても、その政策を実施する段階でもう事態は最初とは違う方向に

変わっていっていて、当然そうした変動の中では私たちがどういうふうに次の政策の解を引き出

せるのかが課題となります。こうした試行錯誤には、公式のような方法をたくさん持っておくこ

とが非常に大事だということが、待鳥先生からの注文であったというふうに私は理解しておりま

す。だから、単にエビデンス・ベースト・ポリシーを作成すればそれで終わりというんじゃなく

て、変化に対処するためにもう少し弾力的に社会を見る目というものも養っておく必要がある、

ということも今日いただいた CAPS へのコメントであったと思っています。 

今日の新型コロナ感染症関係のテーマも含めて、京都大学経済研究所と附属先端政策分析研究

センターは政策議論を継続できれば幸いです。それに向けて大竹先生の言葉を借りますと、

CAPS として社会発信をきちんとしなさいということも課題と考えております。どうぞ引き続

き、皆様には、経済研究所および先端政策分析研究センターにご援助のほうよろしくお願い申し
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上げます。本日はどうもありがとうございました。 

会場 （拍手） 

宇南山教授（司会） ありがとうございました。本日のシンポジウムの模様は、後日、編集のうえ、新聞

への掲載を予定しております。以上をもちまして、本日のシンポジウム、すべてのプログラムを

終了いたしました。改めまして、登壇の先生方に盛大な拍手をお願いいたします。 

会場 （拍手）                                             

                                              了 



新型コロナ対策の経緯

京都大学経済研究所

大阪大学CiDER

大竹文雄

京都⼤学経済研究所シンポジウム
新型コロナ政策を振り返る, 2023.6.24

別添１

コロナ初期（武漢株中心だった第１波／第２波）の
コロナ対策

2020年3月19日に専門家会議に参加した印象
• 世の中の危機感よりも専門家の危機感が非常に高かったこと。

第二波での印象
• 感染者数が増えたことに対する世の中の危機感が高かったのに、医療担当者の危機感はそれほど
でもなかった。これは、感染の中心が若者であったこともあるが、治療法がある程度確立されて
いたことが大きい。そうした情報がなかなか広まらなかった

2



第一波での対策

第一波は、治療法が確立されておらず、ワクチンも治療薬もなく、コロナ病床
も極めて少なかった。
• 対策の中心は、ロックダウンができない日本では、感染対策強化のための
人々の行動変容が中心
• 呼びかけメッセージに行動経済学的な知見

• 自分の健康のためにというよりは、周囲の人の命を守るための感染対策という利他
的メッセージの活用

• ８割削減を呼びかけるための10のポイントを、ポジティブメッセージで構成したり
、矢印や足跡マークの活用を提案

• 「帰省を控えてビデオ通話を利用」を「ビデオ通話でオンライン帰省」という文言
に修正

• オンライン授業、テレワークの活用がここまで進むとは予想せず。ビデオ
会議システムが十分に利用可能な技術水準に達していることを多くの人が
認識した。このようなきっかけがなければ、日本の働き方やITの活用は遅
れたままだったのではないか。

3

医療側委員と経済学者委員の意見の相違

経済学者は臨時の医療施設を含めコロナ病床の増設を主張

• 十分には供給されず緊急事態宣言が長引いた。

第一回目の緊急事態宣言の解除基準の策定では、ゼロコロナを目指したいとい
う医療側とかなり対立

• クラスター対策ができるレベルまで感染レベルを落とすというのが第一回
の緊急事態宣言の目的だったので、そのレベルに達したら解除すべき、と
強く主張

臨時医療施設の設置については特措法で規定があるのに、第一波では実際には
行われなかった

• 運用をどうするかという具体的検討がされていなかったことが原因？

• 緊急事態宣言の期間が長期で出されると想定されていた
• 実際の運用では数週間（その期間では臨時の医療施設は設立不可能）

4



第３波（2021年１月）

緊急事態宣言をいつ解除するかが論点。

• 大竹は早めの解除が望ましいと考えていたが、藤井・仲田両氏のシミュレ
ーションでは、厳しい対策で十分に感染者数を落とすべきという結果

• これは、ワクチン接種が始まってきたので、ワクチンまでの繋ぎの場合に
は、感染拡大の先延ばしの効果が大きいという特殊な状況だった。

5

第４波アルファ株（2021年４月）

大阪では、少ない病床だったが病院間の連携や患者の割り振りの一元化で、医
療逼迫をそれまで防いでいたが、アルファ株が拡大し、医療逼迫が生じた。大
阪はこの時の教訓で重症病床の確保を増やした。

6



第５波（デルタ株）(2021年夏）

高齢者層にはワクチンが行き渡ったが、中高年での重症が増え、首都圏で医療
逼迫。
• ２０２１年の７月１２日に東京で感染拡大が本格化する前で、医療提供体
制も逼迫していない段階でまん延防止から４回目となる緊急事態宣言。
• 第５波の始まり

• この時は、オリンピック対策ではないか、という批判があった。私自身は高齢者への
ワクチン接種が進んでいたので、当初は必要性を感じていなかった。しかし、基本的
対処方針分科会開催の直前に、アドバイザリーボードに提出されたAIシミュレーショ
ンチームの推定、感染症の専門家の複数の推定からデルタ株の感染拡大がワクチン接
種が進んでいない中高年齢層への感染を拡大させることで医療逼迫の可能性があると
されていたため、緊急事態宣言の発令に賛成。

• ただし、当時の感染者数では、誰も行動変容をする状況ではないので、感
染拡大の可能性が極めて高いという予測に基づいた発令であるという説明
の必要性を発言した。しかし、人々の行動変容は生じず、オリンピックの
期間に合わせて感染者は増えたが、これはオリンピックとは無関係だった
。

7

人流５割削減の呼びかけ

• ８月なかばには、感染者数が多くなり医療逼迫も深刻になった。尾身会長が
お盆に向けて人流５割削減を呼びかけたが、人流は下がらなかったが感染は
急減少していくことになった。

• 第５波の経験は、人流そのものが感染と関係しているわけではなく、よりリ
スクの高い行動を控えるかどうかが重要なことやワクチン接種の効果が重要
なことを明らかにした。

• 第５波が落ち着いた2021年秋にはワクチン接種が成人に行き渡ったので、こ
の段階で行動制限を撤廃することも可能だった

8



第６波
基本的対処方針分科会での反対意見
2022年１月25日以降5回の分科会で明確に政府案に反対

9

延長反対の理由

オミクロン株は行動制限を課す必要があると合意できるレベルの重症化リスク
をもっているのか

• ワクチン接種を前提として考えるべき

• 年齢構成と死因

まん延防止重点化措置の中身が医療逼迫を防ぐ上で効果的か

• 飲食店の営業時間規制は効果があるのか

• 保育所・学校・職場での規制が必要なほどのリスクか

効果的な対策

• 高齢者へのワクチン接種

• 高齢者への早期診察・治療
• 保健所での全数把握、濃厚接触者管理を止めて、高齢者の管理に集中

• 医療機関が高齢者施設、訪問診療によって早く治療

10



まん延防止の条件を満たしているか

「肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高
いと認められること」という「まん延防止等重点措置」の実施条件を満たして
いるか

• オミクロン株の感染拡大から一ヶ月以上経過。肺炎の発生頻度についての
データが出ている

• そのデータをもとにして季節性インフルエンザの肺炎発生頻度と比べる必
要がある

• 新型コロナと季節性インフルエンザの症状に関する一般的な比較ではなく
、オミクロン株の肺炎の発生頻度についての比較が必要

• 変異株毎に重症化リスク・致死率などの危険性をリアルタイムで把握すべ
き
• 超過死亡率のデータが即時に出ない（外国ではもっと早くに出ている）

• ワクチン接種を条件とした比較が必要
• 高リスク者が３回目接種をする環境が整備されているのであれば、その条件で、私
権制限の必要性を議論すべき。３月６日の時点でも環境整備が進んでいないのか？

11

オミクロン株の特徴と対策

オミクロン株の特徴
• 感染力が強い
• ワクチンの感染予防効果は限定的だが重症化予防効果は強い
• クラスターの中心は、保育所、学校、職場、家庭
• ワクチンを接種していない高齢者・基礎疾患ありの人の重症化リスクが問
題

対策のオプション
• 感染最小限政策

• 保育所、学校、職場、家庭の接触を削減して感染を止める

• 対策集中化政策
• ある程度の感染は防げないものとして、重症化リスクの高い人たちへのワクチン接
種、診察治療、行動制限を中心にして、重症化リスクが低い人たちの行動制限は撤
廃

• メリットとデメリットを判断して決めるのは政治
• 専門家はオプションとその背景を明らかにすること
• 価値観に依存するので専門家では決められない 12



基本的対処方針の新型コロナ重症度

令和4年3月から4月までに診断された人においては、重症化する人の割合は 50 
歳代以下で0.03%、60歳代以上で1.50%、死亡する人の割合は、50歳代以下で
0.01%、60歳代以上で1.13%となっている。なお、季節性インフルエンザの国内
における致死率は 50 歳代以下で0.01%、60歳代以上で0.55%と報告されており
、新型コロナウイルス感染症は、季節性インフルエンザにかかった場合に比し
て、60 歳代以上では致死率が相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大
な被害を与えるおそれがある。ただし、オミクロン株が流行の主体であり、重
症化する割合や死亡する割合は以前と比べ低下している。

13



2022年11月11日の第20回新型コロナウイルス
対策分科会での意見書

財政制度等審議会財政制度分科会の資料で、新型コロナ感染症の第７波と季節性イン
フルエンザの重症化率と致死率の比較

季節性インフルエンザの重症化率
• 60歳未満で0.03%、60歳以上で0.79%

BA4,５が主体であった第7波の重症化率
• 60歳未満で0.01%(大阪)、60歳以上で0.14%（大阪）

季節性インフルエンザの致死率
• 60歳未満で0.01%、60歳以上で0.55%

BA4,５が主体であった第7波の致死率
• 60歳未満で0.004%（大阪）、0.01%（東京）
• 60歳以上で0.475%（大阪）、0.64%（東京）

第７波の新型コロナウイルス感染症は、重症化率でも致死率でも季節性インフルエン
ザよりも低いか同程度

データからは、政府対策本部が廃止されるという条件を満たしていることになる
16



基本的対処方針の変更に関する政
府提案への意見書2022年11月24日

今回の基本的対処方針の変更案では、新型コロナウイルス感染症の重症化・死
亡リスクに関する記述が第６波の2022年3月から4月に診断された人のデータを
用いたものであり、第7波の状況が反映されていない。最新のデータに変更する
べきである。

基本的対処方針の新型コロナウイルス感染症の重症化率・致死率の情報は、第7
波の重症化率・致死率のデータに速やかに変更すべきである。法律に基づいて
人権制限を行う国であれば、最新データへの数字の変更に伴って、新型コロナ
ウイルス感染症は特措法の対象から外れ、政府対策本部は廃止されることにな
る。その後、もし重症化率・致死率が上昇することがあれば、その時点で速や
かに特措法の対象に戻し、政府対策本部を新たに立ち上げれば良い。

17

政府からの回答

①について・対処方針Ｐ４の重症化する人の割合・死亡する人の割合に関す
るデータについては、現時点で、厚生労働省において、ＡＤＢ・専門家との間
で調整中と承知しており、今回の基本的対処方針の改正で更新することが難し
いと考えております。できる限り速やかにデータを公表し、公表され次第対処
方針にも反映するようにいたします。

なお、ＡＤＢ等で提出されていた自治体のデータについては、厚労省によれ
ば、重症化を判断するに当たっての十分な観察期間を設けられているか等の一
定の課題があるデータとされており、こうした点にも対応したデータとして、
３自治体協力のもと算出した重症化率・致死率を公表しているとのことです。
（※石川県、茨城県、広島県の協力を得て算出した重症化率・致死率。別添資
料）

ただ、上記（３自治体協力のもと算出した重症化率・致死率）についても信
頼区間が記載されていない点をＡＤＢにおいて課題として指摘されているため
、最新データについてはＡＤＢ・専門家と調整中という状況とのことです。

18



2022.12.9 第21回新型コロナウイルス感染症対策分科会
での意見書

データ更新が遅れている現状は、行政に対する国民の信頼に重大な問題を惹起
する懸念がある。つまり、データ更新の遅延が続く現状は「政府は意図的にデ
ータ更新を遅らせているのではないか」との国民の疑念を招き、行政の公正な
法執行に対する信頼を揺らがせることになりかねない。

特措法に基づく政府対策本部の廃止の条件は「インフルエンザにかかった場合
の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき」
（特措法第21条）とされている。データ更新が遅延している現状が続けば、病
状がインフルエンザと同程度以下であることが「明らかにならない」から政府
対策本部を廃止しない、と言いたいがために、あえて重症化率や致死率のデー
タの更新を遅らせているのではないか、と国民に疑念を持たれる懸念が大きい
。

こうした行政の公正性に対する疑念が生まれると、コロナ対策への国民の協力
は得られにくいであろう。

19

データ更新の遅れが感染対策による生命・健康への
悪影響を長引かせる可能性

感染対策のために私権制限を行うことによって、国民の生命及び健康に重大な
影響が及ぼされている可能性もある。実際、Batista他(2022)の推定によればコ
ロナ禍における超過自殺は約8,500人であり20代が多く、子供や高齢者の自殺も
増加した 。千葉・仲田(2022)は、コロナ禍で失われた婚姻数は16.6万件、出生
数は14.7万件と推定している 。この他にも感染対策の影響で社会経済活動が萎
縮することで国民の生命および健康に重大な影響を与える可能性もある。感染
症による国民の生命及び健康への影響があるのと同様に、私権制限によって発
生する国民の生命及び健康への悪影響があり得ることを十分に考慮に入れた上
で、私権制限のレベルや期間を決定すべきである。

20



学術分析と政策判断に資する情報の違い

• 政策担当者は、学術的正確性を最優先して意思決定を先延ばしにするのでは
なく、一定の誤差を織り込んだ上で迅速に判断をするという姿勢も重要

• 判断が遅れることで、私権制限が継続することによる別の被害が発生するリ
スクを考慮する必要がある

• 政策担当者は、不確実な情報のもとでの意思決定を迫られるので、その意思
決定をした理由を説明する必要があり、それは公開された情報に基づいてい
る必要がある。

• その意味でも、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクに関する迅速な情
報公開は極めて重要である。

21

2023.1.27 基本的対処方針分科会

• 新型コロナの重症化率、死亡率を第７波
のデータに修正

• 季節性インフルエンザの死亡率より低い
ことを明記





1月27日の分科会での発言

新型コロナウイルス感染症を特措法の対象とする期間を今後３ヶ月維持するこ
とは、移行に時間がかかる特措法項目がいくつか存在するので理解できます。
しかし、特措法のうち全ての項目において移行に時間がかかるとは思えません
。例えば、感染者以外の行動制限の規定を変更することに時間はかからないと
考えられますので、変更を先延ばしにする必要は必ずしもないと思います。

３か月の猶予期間、移行期間が必要だという理由が、もちろん医療提供体制等
いろいろあるというのは十分理解しているのですけれども、このマスク云々と
いうところについては、基本的感染対策については、移行というのは時間が必
要だという理由にはならないと思いますし、こういった変化というのがすぐに
できる、すべきであると感染症部会の取りまとめにも出ていて、アドバイザリ
ーボードの提言にも出ているということなので、その趣旨を生かしていっては
どうかということです。



１点だけなのですけれども、私権制限をするほどではない感染症であると、 今
の時点で感染症部会がみなしたということなのですけれども、そうすると、私
が申し上げたかったことは、この基本的対処方針の中で、行動制限に関わるよ
うなことについては、基本的には法的な根拠を失うのではないかということな
のです。そのため、先ほどおっしゃったようなマスク云々ということとかのガ
イドラインは、この基本的対処方針の外で決めるべきことだと思うのです。だ
から、基本的対処方針のなかで行動制限にかかわることは、法的な根拠を持た
ない形になると思います。５類への移行に法的には３か月必要だというのは、
医療提供体制等の整備については、それは 時間がかかるという理由になると理
解しました。しかし、感染者以外の私権制限に関わるようなところについては
、基本的には法で定めるような状況ではなくなったというのを現時点で判断さ
れたとみなすべきではないかというのが私が申し上げたかったことです。

2023.2.10 ５類移行を決定



2023.3.13からマスク着用を個人の判断

学校におけるマスク

• ４月１日から個人の判断

• 卒業式はマスク着用しないことを原則



２月１０日の大竹の意見

私は、基本的対処方針の感染防止策のうち、マスク着用の考え方に、「個人の
主体的な選択を尊重し、着用を個人の判断に委ねることを基本とする」という
文言が入ったことは評価したいと思います。

ただし、本日の資料にもありますけれども、１月27日の感染症部会だと、「新
型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づく私権制限に見合った『国民の生
命及び健康に重 大な影響を与えるおそれ』がある状態とは考えられないことか
ら、新型インフルエンザ 等感染症に該当しないものとし、５類感染症に位置づ
けるべきである。」と書かれてい ますし、

「位置づけの変更は、私権制限を解除するものであるため、速やかに行うこと
が望ましい」とされています。

マスク着用の考え方を変更するのに、時間がかかるとは思えません。本日か
ら変更す べきだと思います。学校などへの通知に時間がかかるとしても、１週
間もあれば十分ではないでしょうか。開始の日付をもっと早くすべきです。

特措法の第５条には、「国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新
型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が
加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施
するため必要最小限のものでなければならない。」とされています。

現段階で私権制限に見合った感染症でないと判断されている新型コロナに、私
権制限 を継続する根拠はないと思います。本来は、こうした感染対策に関する
行動制限の記 述は、基本的対処方針から全て削除し、政府からの単なる呼びか
けという形にすべきだ と思います。



マスク着用の考え方の適用と２歳以上の子供についての適用は３月13日から、
学校への対応が４月１日からとされて、日付を記入されていますが、可能なと
ころから対応を始めるというものでよいと思います。この日付よりも早く対応
できるところは対応可能 とできないでしょうか。なぜ、これ以前には対応を認
めないという設定なのか、私には理解できません。

もう一点、基本的対処方針の22ページの（４）感染防止策にある文章の中で、
「加えて、政府及び地方公共団体が積極的・戦略的な検査と積極的疫学調査に
より、感染拡大の起点となっている場所や活動を特定して効果的な対策を講じ
ること、さらに、感染状況に応じて、人流や人との接触機会を削減することが
重要である。」は、私権制限を意味しますから、これは不要で、削除すべきだ
と思います。

加藤大臣の回答

３月13日の件ですけれども、我々は混乱を起こすことを非常に懸念して います
。どこで誰が判断するのかがばらばらということですと、この店に行ったらマ
スク着用、この店に行ったらそうではない。そうなってくると、そこでトラブ
ルが起きることは十分想定されます。私もできるだけ早くにという思いは持っ
ていますけれども、 やはり混乱なく落とし込んでいかなければいけませんから
、ある程度そこは日を定めさせていただきました。それでも少しずれが出てく
ることはあると思いますが、一定程度統制しないと、相当な混乱を引き起こす
のではないかと我々は懸念しております。もちろん業界ごとに準備期間は若干
違うようですが、最大公約数をお聞きするとぎりぎり のぐらいであれば対応で
きるというお話もあったので、３月13日ということにさせていただいているわ
けでございます。



基本的対処方針の廃止

複数の政策目標がある場合の対策

（１）事前に優先順位が決められているのか

（２）優先順位が決まっていない場合は専門家には政策のオプションを提示さ
せるべき

• 政策オプションの例（第６波の政策オプション大竹・小林・仲田(2022)）
• A： 緊急事態宣言などの行動制限による感染拡大抑制

• B：「医療逼迫に伴う人々の自主的な行動変容・人々の価値判断」による感染抑制

• C: （従来の感染症法の枠組みの中で）一時的なコロナ医療体制の変更

専門家の役割：専門的知識に基づいて選択肢を提示すること

政治家の役割：そのオプションからどの政策を選ぶかの決定
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専門家と政府

コロナ対策分科会の提言
• 一つのものが出され、それを国が採択するかどうか、というプロセス
• 優先順位が事前に決められている段階では適切
• 感染対策を重視した場合と社会経済を重視した場合で、異なる分野に影響
が出ることについて、専門家では一つの意見に集約することはそもそもで
きない

出口戦略
• 判断するのは政府

• 感染力は高いが軽症者の比率が高いというオミクロン株の特性に応じた対策
• 医療提供体制や保健所の対応の大きな変更も含めて政府が決断すべき

２つのトレードオフ
• 現在世代内でのトレードオフ
• 将来世代と現在世代の間でのトレードオフ
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